
木簡と大宝令

木
簡
と
大
宝
令

日
本
出
土
の
木
簡
に
関
す
る
研
究
は
最
近
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
、
多
く
の

成
果
を
あ
げ
な
が
ら
順
調
に
歩
み
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
日
本
簡
の

有
す
る
い
く
つ
か
の
基
礎
的
な
課
題
の
う
ち
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

ま
ず
日
本
に
お
け
る
出
土
木
簡
は
、
日
下
の
と
こ
ろ

一
方
で
紙
も
文
字
を
記

す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
紙
木
併
用
期
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
で
は
木
簡
と
紙
と
の
使
い
分
け
を
ど
う
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
木
簡
が

「
木
」
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
材
質

上
の
特
徴
を
考
察
の
基
点
に
す
え
て
、
そ
こ
か
ら
木
簡
と
、
紙
に
書
か
れ
た
文

書

・
記
録
な
ど
と
の
機
能
面
に
お
け
る
違
い
を
追
究
し
て
解
い
て
行
こ
う
と
い

う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
最
近
は
木
簡
が
確
か
に

「
木
」
と
し

て
の
特
質
を
生
か
し
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り

つ
つ
あ
る
ハ
、
そ
う
し
た
木
簡
の
独
自
性
は
、
た
と
え
ば
木
簡
を
紙
に
書
か
れ

た
文
書
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る

う
か
、
つ
ま
り
当
時
の
公
私
文
書
全
般
の
な
か
で
木
簡
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
、
ま
た
紙
の
文
書
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
が

一
つ
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

岸

俊

男

つ
ぎ
に
い
ま

一
つ
は
日
本
で
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
木
簡
が
使
用
さ
れ
は
じ
め
た

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
現
在
す
で
の
出
土
簡
で
は
坂
田
寺
と
難
波

官
出
土
の
も
の
が
七
世
紀
半
ば
を
遡
る
と
さ
れ
る
が
、
年
紀
の
明
ら
か
な
も
の

で
は
、
飛
鳥
の
伝
板
蓋
官
遺
跡
外
郭
外
濤
か
ら
出
土
し
た

「
大
花
下
」
な
ど
の

冠
位
を
記
し
た
木
簡
や

「
白
髪
部
五
十
戸
」

の
貢
進
物
付
札
が
、　
大
化
五
年

全
ハ
四
九
ど

一月
か
ら
天
智
三
年

盆
ハ
一ハ
四
ど

一月
ま
で
の
間
の
も
の
と
み
ら
れ
て

最
も
古
い
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
は
今
後
に
お
け
る
古
い
木
簡
の
出
土

を
期
待
す
る
よ
り
致
し
方
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
た
だ
在
再
と
し
て
徒
ら

に
そ
の
日
を
待

つ
よ
り
は
、
現
在
ま
で
に
得
ら
れ
た
だ
け
の
資
料
を
も
と
に
い

ろ
い
る
の
方
向
か
ら
そ
の
時
期
を
推
定
し
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
う
し
た
と
き
、
こ
の
問
題
は
必
然
的
に
日
本
の
木
簡
が
中
国
や
朝
鮮
の

木
簡
と
い
か
な
る
関
係
に
あ

っ
た
か
と
い
う
基
本
的
な
課
題
に
突
き
当
た
る
。

以
上
揚
げ
た
よ
う
な
二
つ
の
問
題
は
ど
れ
も
早
急
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
な
間

単
な
も
の
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
課
題
の
究
明
に
対
す
る
私
な
り

の
さ
さ
や
か
な
努
力
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。



一

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『
藤
原
官
木
簡

一
』
解
説
に
付
章
と
し
て
収
載

さ
れ
て
い
る

「
藤
原
官
木
簡
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
」
は
、
藤
原
宮
出
土
木
簡

の
貢
進
物
付
札

（荷
札
）
の
記
載
形
式
の
特
色
の
一
つ
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

平
城
宮
出
土
木
簡
の
場
合
に
は
す
べ
て

「
国
名
十
郡
名
十
里
名
＋
個
人
名
十

年
月
日
」
と
い
う
記
載
の
順
序
を
原
則
に
し
て
お
妍
、
里
名
や
個
人
名
を
記

さ
な
い
場
合
で
も
、
こ
の
順
序
に
は
変
化
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
藤
原
宮

出
土
木
簡
の
場
合
に
は

「
年
月
日
十
国
名
＋
評
名
十
里
名
十
個
人
名
」
と
い

う
形
式
を
も
つ
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
平
城
官
出
土
木
衝
に
み
え
る
記

載
順
序
は

『
令
義
解
』
に
み
た
る
養
老
賦
役
令
調
皆
随
近
条
に

「
注
目
郡
里

戸
主
姓
名
年
月
日
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
準
じ
て
記
載
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

『令
集
解
』
の
賦
役
令
調
皆
随
近
条
は
古
記
を
引
用
せ
ず
、

他
に
も
直
接
関
連
す
る
史
料
は
な
い
が
、
大
宝
令
施
行
期
間
中
の
調
庸
布
の

墨
書
銘
や
平
城
官
出
土
木
簡
は
す
べ
て
、
こ
の
随
近
条
に
準
じ
て
い
る
か
ら

大
宝
令
に
も
随
近
条
の
注
は
存
在
し
た
も
の
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
る
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
藤
原
官
出
土
木
簡
に

「
年
月
日
十
国
名
十
評
名
＋

里
名
十
個
人
名
」
と
い
う
記
載
が
多
い
の
は
、
大
宝
令
施
行
以
前
の
制
度
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
浄
御
原
令
制
下
の
貢
進
物
付
札
に
お
い
て
は
、
年
月
日
を
冒
頭

に
記
し
て
い
た
が
、
大
宝
令
の
施
行
と
と
も
に
記
載
順
序
が
変
わ
り
、
逆
に
年

月
日
が
最
後
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ま
最
近
ま
で
に
出

上
し
た
貢
進
物
付
札
の
う
ち
、
年
月
日
記
載
が
冒
頭
に
く
る
も
の
の
す
べ
て
を

年
代
順
に
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω
一
一蘇
臣
眸
隣
・ 十
月
口
回
毛
野
≪
」
　

　

（天
武
一
３

藤
原
　
史
料
５４５ｔ２‐

②
　
癸
未
年
七
月
陸
耐
以
野
評
剛
縣
醜
」
　

　

（天
武
〓
０
藤
原
　
史
料
５４４

（阿
ヵ
）

③
一
一窯
癖
翔
野
肘
潮
鶏
酷
脚
知
多
評
一
　

（持
統

五
）
藤
原
　
史
料
‐６６

⑬
「辛
卯
年
十
二
月
新
井
里
人
宗
我
部
回
×
（持
統

五
）
伊
場
　
報
告
７

０
。
「＜
甲
午
年
九
月
十
二
日
□
□
國
同
日
回
一　
＜
」

。
電
阿
旦殖
処
皐
咽相
錦
□
国
郭
中珠
知
担
モ

（持
統

八
）
藤
原
　
史
料
‐６２

「＜
乙
未
年
木
夷
躾
人
倭
」
　

　

　

　

（持
統

九
）
藤
原
　
報
告
‐１４

「＜
乙
未
年
御
調
寸
松
」
　
　
　
　
　
（持
統

九
）
藤
原
　
史
料
隔

「乙
未
年
入
野
里
人
君
子
部
□
×
　
　
（持
統

九
）
伊
場
　
報
告
９

「乙
未
年
十
月
ｘ
　
　
　
　
　
　
　
　
（持
統

九
）
伊
場
　
報
告
ｌｏ

「丙
申
年
七
月
旦
波
國
加
佐
評
□
×
　
（持
統
一〇
）
藤
原
　
史
料
扇
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⑪
　
「＜
丙
申
□
□
□
□
□
□
×
　
　
　
　
（持
統
一
〇
）
藤
原

⑫
。
「
丁
酉
年
若
狭
國
小
丹
生
評
岡
田
里
三
家
人
三
成
」

。
「御
調
塩
二
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（文
武

一３

藤
原

０
　
「
丁
酉
年
藉
雛
畔
駕
陥
訓
判
国
里
」
　

　

（文
武

元
）
藤
原

⑭
一
一蘇
励
而
一騨
荘
�
脚
龍
一謝
鞠
≪
」
　
　
　
（文
武
　
一σ
藤
原

「
己
亥
年
十
月
上
鋏
國
阿
波
評
松
里
×
（文
武

〓
ラ
藤
原

一菟薙嚇謝期嗣呻潮酔×　　　　（文武
一こ藤原

（美
じ

一配一呼膊勁瑚熊槽翻購嘲口×マ　　（文武　一ラ藤原

（中
ヵ
）

⑬
。
「＜
己
亥
年
十
月
吉
備
□
×

。
「＜
評
軽
部
里
□
×

⑬
。
「
己
亥
年
十
二
月
二
方
評
波
多
里
」

。
「大
豆
五
斗
中
　
　
　
　
　
　
　
」

⑫
　
「く
大
賓
三
年
十

一
月
十
二
日
御
野
國
輸
皮
十
斤
∨

（大
宝

〓ラ
藤
原
　
史
料
ｍ

こ
の
よ
う
に
貢
進
物
付
札
に
関
し
て
は
、
や
は
り
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
千

支
を
も
っ
て
年
紀
を
記
し
た
木
簡
、
つ
ま
り
大
宝
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

例
外
な
く
す
べ
て
年
月
日
が
最
初
に
書
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
新
し
い
資
料
を

加
え
る
と
、
最
も
早
い
も
の
は
天
武
十

一
年
全
ハ
八
一し
に
ま
で
遡
る
。　
一
般
に

浄
御
原
令
の
編
纂
は
天
武
十
年
二
月
か
ら
始
め
ら
れ
、
そ
の
施
行
は
持
統
三
年

全
ハ
八
九
）
六
月
か
ら
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
う
し
た
記
載
形
式
は
単
に
浄
御
原
令

制
下
だ
け
に
限
ら
れ
る
の
で
な
く
、
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
年
月
日
が
最
後
に
書
か
れ
る
記
載
形
式
は
い

つ
か
ら
始
ま
る
の
か
を
、
や
は
り
そ
の
後
の
出
土
木
簡
を
含
め
て
改
め
て
年
代

の
古
い
も
の
か
ら
順
を
追
っ
て
若
千
列
挙
し
て
み
よ
う
。

⑬
一
一≪
規
鞘
靱
鞠
膨
螂
×
　
　
　
　
　
　
（大
宝
　
一し
藤
原
　
史
料
血

ω

「＜
下
毛
野
國
足
利
郡
波
自
可
里
鮎
大
贄

一
古
参
年
十
月
十
二
日
∨

（大
宝

〓
σ
藤
原
　
史
料
３

ω一一癖締卿蜘彰潮翠嗽理月十日四　（大宝
一こ藤原　史料６５５

⑮
一＜
丹
（醜
熙
加
佐
郡
白
薬
里
大
贄
久
己
利
魚
謄

一
斗
五
升
和
銅
二
＝

＝
年
四
月
＜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（和
銅

一ラ
藤
原
　
史
料
４５‐

te  lle∽

。
の
　
「＜
庚
子
年
四
月
結
雅
印
紳
矧
牲
卸
斗
＜
」

（文
武

四
）
藤
原
　
史
料
・４６

⑪
　
「庚
子
年
三
月
十
五
日
川
内
國
□
ｘ
　

（文
武

四
）
藤
原
　
現
説

史
料
１９３

史
料
‐４７

史
料
‐８２

現
説

報
告
‐１５

報
告
ｗ

史
料
１６０

（文
武

〓
じ
藤
原
　
史
料
・８２

（文
武

〓
し
藤
原
　
現
説



ω
　
×
□
大
贄
十
五
斤
和
銅
二
年
四
月
＜

　

（和
銅

一●
藤
原
　
現
説

④
　
「＜
膨
卿
斗 國
（酌
ば
螂
「
如
理
鞠
脚
藩
闘
鞘
蒔
酌
」
床
呂
＜
」

（和
銅

一０
平
城
　
史
料
２７０４

ピ

一
（＜ ＜鍮

珈
綿

琳

姑

社

　

（魏

一旱

城

嘲

三

⑩
。
「＜
越
中
國
利
波
郡
川
上
里
鮒
雑
　
　
　
　
」

。
「＜
謄

一
斗
五
升
・
和
銅
三
年
正
月
十
四
日
」

（和
銅

〓
じ
平
城
　
概
報
六

⑪
。
「＜
三
野
國
本
須
郡
睦
剛
マ
ロ
回
□
回
∨

。
「＜
和
銅
四
年
回
二
月
　
　
　
　
　
∨

（十
ヵ
）

（和
銅

四
）
平
城
　
概
報
〓

以
後
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
同
様
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
が
、
最
近
の
出
土
例

を
加
え
て
も
、
さ
き
に
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
年
月
日
を
最
後
に
記
す
貢
進
物

付
札
は
大
宝
二
年
を
遡
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
貢
進
物
付
札
の
年
月
日
記
載
形

式
が
大
宝
令
の
施
行
さ
れ
た
大
宝
一
一十
三
年
を
境
に
し
て
記
事
の
冒
頭
か
ら
末

尾
へ
と
変
化
し
た
と
す
る

『藤
原
官
木
簡

一
』
解
説
の
提
言
は
正
し
い
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
変
化
が
た
と
え
大
宝
令
に
も
存
在
し
た
と
推

定
さ
れ
る
賦
役
令
調
皆
随
近
条
の

「
九
調
皆
随
近
合
成
、
絹
絶
布
両
頭
、
及
糸

綿
嚢
、
具
注
二国
郡
里
戸
主
姓
名
年
月
日
一、
各
以
二
国
印
一
々
レ
之
、」
と
い
う
条

文
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
記
載
形
式
が
浄
御
原

令
以
前
に
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
現
在
の
段
階
で
は
、
単
に
賦
役
令
の

規
定
の
問
題
に
止
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
そ
こ
で
私
は
こ
の
貢

進
物
付
札
に
み
ら
れ
る
記
載
形
式
の
変
化
の
問
題
を
他
の
文
書
簡
や
記
録
簡
に

も
及
ぼ
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二
　
　
，

記
さ そ
こ
で
ま
ず
い
ま
ま
で
に
出
上
し
た
文
書
簡

。
記
録
簡
の
う
ち
、
年
月
日
の

れ
て
い
る
も
の
を
年
代
の
古
い
も
の
か
ら
順
を
追

っ
て
掲
げ
て
み
よ
う
。

一畔向撃草准月辞高出中一　　　　　　（斉明　七）藤い原　錦いと口８６

（辛

巳
じ

（
正
じ

「□
□
年
□
月
生
十
日
柴
江
五
十
戸
人
　
若
日
日
」

「日
□
□
三
百
井
束
□
ロ
マ
ロ
ロ
　
　
　
　
　
　
」

（考
倭
ヵ
）

（天
武
一〇
）
伊
場
　
報
告
３

（部
ヵ
）

岬

申
年

七
二

一一
□
日

日
日
一□
□

×

　

（天
奎

３

藤
原

史
料
５２２

「
　
日
仕
甘
於
連
×

「
己
丑
年
八
月
放
×

「
二
万
千
三
百
十
×

（持
統

〓０
伊
場
　
報
告
４



木簡と大宝令

⑩

「
乙
未
年
八
月
十

一
日

「口
回
□
□

（持
統

九
）
藤
原
　
史
料
３９

（十
ヵ
）

（持
統
一
〇
）
藤
原
　
史
料
６３‐

⑦
　
「丙
申
年
十
月
国
日
□
□

（老
ヵ
）

⑬
。
「＜
己
亥
年
□
肝
十
九
日
渕
評
一竹
田
里
人
若
倭

マ
ロ
末
呂
上
為
×

。
「＜
持
物
者
馬
□
□
国
人
口
□
史
□
評
史
川
前
連
□
×

（
五
ヵ
）

（文
武

〓
０
伊
場

（諸
ヵ
）

⑬
　
×
□
口
□
□
太
賢
気
年
拾
董
月
　
」
　

（大
宝

一ラ
藤
原

型
一皇太妃葬
輔
聴
脚
燭即
量
チ
蔭

同

　

回

④
。
「
皇
太
妃
宮
職
解

。
「□
□
□
　
日
□
□
□
ロ
ーー
山
×
　
　
（年
次
未
詳
）
藤
原

（年
ヵ
）

（枚
ヵ
）

⑫
　
×
□
□
七
□
　
慶
雲
三
年
三
月

一
日
　
（慶
雲

〓
σ
藤
原

（
亡
口
ヵ
）
　
（
堅
星
ヵ
）

⑮
・
「□
日
□
□
□
□
従
七
位
上
桑
原
□
」
（和
銅

〓
し
藤
原
　
報
告
５

。
「口
　
□
　
和
釦
三
□
日
日
日
国
　
」

（年
ヵ
）

右
に
は
さ
き
の
貢
進
物
付
札
の
場
合
と
同
じ
く
和
銅
三
年
ご
ろ
ま
で
を
限

っ

て
掲
げ
、
以
下
を
省
略
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
年
紀
の
明
ら
か
な
文
書
簡

・
記
録

簡
を
通
観
す
る
と
、
そ
こ
で
も
大
宝
令
の
施
行
さ
れ
た
大
宝
二
年
ご
ろ
を
境
と

し
て
、
そ
の
前
後
に
お
い
て
貢
進
物
付
札
の
年
月
日
記
載
に
み
ら
れ
た
と
同
じ

変
化
、
つ
ま
り
年
紀
が
文
章
の
最
初
か
ら
最
後
に
移
る
と
い
う
変
化
が
起
こ
っ

て
い
る
。
も

っ
と
も
∽
や
ω
の
よ
う
な
字
配
り
で
下
部
が
欠
損
し
て
い
る
場
合

に
は
、
厳
密
に
は
必
ず
し
も
年
紀
の
あ
る
面
が
表
と
は
い
い
き
れ
ず
、
裏
と
す

る
方
が
表
で
、
年
紀
は
文
章
の
途
中
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
く
に
記
録
簡
の
場
合
は
そ
の
判
定
が
難
し
い
が
、
文
書
簡
で
は
そ
の
よ
う
に

文
章
の
途
中
の
年
紀
が
偶
然
に
ち
ょ
う
ど
裏
面
の
冒
頭
に
く
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
ま
ず
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、　
一
応
年
紀
の
書
か
れ
て
い
る
方
を
表

と
判
定
し
た
。
ま
た
い
に
つ
い
て
は
年
次
未
詳
と
し
た
が
、
同
じ
皇
太
妃
官
職

解
で
あ
る
⑩
や
、

「
皇
太
妃
官
職
解
」
と
い
う
用
字
、
お
よ
び
こ
こ
に
い
う
皇

太
妃
が
皇
太
子
草
壁
親
王
の
妃
で
、
の
ち
に
元
明
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
阿
閑

皇
女
を
さ
す
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
大
宝
―
慶
雲
年
間
の
も
の
と
推
定
し

て
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。

以
上
の
よ
う
に
文
書
簡
や
記
録
簡
に
お
い
て
も
、
大
宝
令
の
施
行
を
契
機
と

し
て
年
月
日
の
記
載
形
式
に
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
つ
ぎ
の
事
例

⑬

□
行
調
度
□
弼
畑
癬
椒
九
月

×
　
　
　
（和
銅

一も

⑭

一

一
］
銅

弾
鶉

仲
ゃ

一
御

日

一
　

　

　

　

　

（
和
銅

一む

藤

原

　

概

報

五

（和
ヵ
）

△

人
口察
内
麻
力
）

□
□
×

藤
原

報
告
駆

県
概
８

現
説

概
報
五

史
料
９９９

報
告
血



の
よ
う
に
年
次
が
明
記
さ
れ
ず
、
単
に
月
日
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ

い
て
も
検
討
の
資
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

「
九
月
十
六
日
薗
職
進
大
豆
汁
□
×
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
史
料
１

（消
ヵ
）

０
・
×
於
市
□
遣
糸
九
十
斤
崚
王
　
猪
使
門
　
ｏ
」

。
×
月
三
日
大
属
従
八
位
上
津
史
岡
万
呂
己

藤
原
　
史
料
２

す
な
わ
ち
④
に
は

「
薗
職
」
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
他
の
藤
原
官
木
簡
に
み

え
る
膳
職

。
塞
職
と
同
様
に
浄
御
原
令
に
お
け
る
官
司
篤
で
、
大
宝
令
で
は
園

池
司
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
木
簡
が
大
宝
令
施
行
期
よ
り
以
前
の
も
の
で

あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
い
に
は

「
従
八
位
上
」
と
い
う
大

宝
令
以
後
の
位
階
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

「
大
属
」
と
い
う
官
名
は
大
宝
令

に
お
け
る
寮
の
主
典
で
あ
る
か
ら
、
大
宝
令
施
行
期
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
④
に
お
い
て
は

「
九
月
十
六
日
」
と
い
う
日
付

が
冒
頭
に
記
さ
れ
て
お
り
、
０
で
は

「
□
月
二
日
」
の
日
付
は
公
式
令
の
書
式

の
ご
と
く
差
出
入
と
み
ら
れ
る
官
人
の
位
署
の
前
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
側

の
場
合
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
表
一異
の
判
定
が
恣
意
的
と
評
さ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
図
版
写
真
に
よ
る
限
り
、
字
配
り
や
字
の
大
き
さ
、
筆
勢
、
お
よ
び
木

簡
の
作
り
方
、
下
端
の
穴
の
あ
け
方
な
ど
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
、
ま
ず
誤

り
な
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
な
る
と
、
年
次
の
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
二
点

に
つ
い
て
も
、
大
宝
令
以
前
と
以
後
で
年
月
日
の
記
載
形
式
の
変
化
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

藤
原
官
出
土
木
簡
に
は
年
次
不
明
の
も
の
で
、
単
に
月
日
の
み
を
記
す
も
の

が
他
に
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
月
日
が
冒
頭
に
あ
る
も
の
も
、
ま
た
後
に
記
さ

れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
上
下
が
折
損
さ
れ
て
い
る
断
簡
の
場
合
は
い
ず
れ
と

も
判
別
し
難
い
も
の
も
多
い
。
し
か
し
藤
原
宮
の
存
続
期
間
は
大
宝
令
施
行
の

前
と
後
に
わ
た
っ
て
お
り
、
両
様
の
書
式
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
の
は
当
然

で
あ

っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
推
論
の
支
障
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
平
城
官

の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
平
城
官
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
宝
令
、
お
よ
び

そ
れ
を
ほ
ば
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
養
老
令
の
体
制
下
に
あ

っ
た
が
、
や
は
り
文

書
簡
を
検
し
て
も
年
月
日
を
冒
頭
に
記
す
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
宝
令
以

後
の
藤
原
官
の
場
合
と
同
じ
く
、
文
章
の
最
後
か
、
使
者
名
や
差
出
人
な
ど
の

あ
る
と
き
は
そ
の
前
に
記
す
の
が
原
則
で
あ

っ
た
こ
と
が
粥
ら
か
に
知
ら
れ
る
。

い
ま
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
代
表
的
な
も
の

を
少
し
例
示
し
て
お
こ
う
。

「　
　
津
嶋
連
生
石
　
　
　
　
春
日
椋
人
生
村
宇
太
郡

。

召
急
山
部
宿
祢
東
人
平
群
郡

〓
一宅
連
足
嶋
山
邊
郡

忍
海
連
宮
立
忍
海
郡
　

大
豆
造
今
志
廣
背
郡
　
　
　
」

「刑
部
造
見
人
　
　
　
　
　
　
和
釦
六
年
五
月
十
日
使
葦
屋

・　
小
長
谷
連
赤
麻
呂
　
右
九
　
椋
人
大
田
　
充
食
馬

小
長
谷
連
荒
営
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（和
銅

一０
平
城
　
概
報
六
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60

「北□所進睾醍肘鉢膳嘘幡ｗ半
麟珂鉢隻長四十　
　
」

「舘
牌
朝
薩
四
枚
本
受
嘲
剖
七
斤
十
両
損
和
帷
鋤
営
『
却
Ｗ
購
一足
鄭
麟
ぬ

「進
上
瓦
三
百
七
十
枚
蝕
廟
額
林
卦
触

宇
瓦
百
汁
八
枚
功
対
七
大

＝

＝
対
感
欲
略
僻
枚
十
三
人
各
六
枚
」

「付
葦屋
石敷
　神亀
鉄難
翻潮船
即哄歎御
　」

（瀞
亀

一Ｃ

平
城
　
概
報
〓

「鳴
掃
進
兵
士
四
人
依
人
役
敷
欠
　
　
」

「状
注
以
移
　
天
平
十

一
年
正
月
二
日
」（天
平
一
一
）
平
城
　
概
報
八

「府
召
　
牟
儀
猪
養
　
右
可
問
給
依
事
在
召
宜
知
　
　
　
　
」

「状
不
過
日
時
参
向
府
庭
浄
遅
緩
科
必
罪
　
醸
月
歓
聴
付
彫
絲
虫
」

（年
次
未
詳
）
平
城
　
史
料
醜

四

「務
所
牒
　
作
門
所
　
危
五
人
匠
丁
四

右
充
彼
所
」

「少
録
船
連
鈴
末
呂
　
八
月
十
八
日
付
委
文
末
昌
」

「東
三
門
額
翻

「合
十
人

（年
次
未
詳
）
平
城
　
概
報
五

（結
）

郡
部

紳

北

門

脚
下
部

北
府

�
佃

」

五
月
九
日
食
司
日
下
部
太
万
呂
状
」

（年
次
未
詳
）
平
城
　
史
料
‐ｏｏ

∞
。
「坤
官
官
縫
殿
出
米
参
斗
　
右
薪
買
　
　
　
」

・
「遣
如
件
　
五
月
十
八
日
舎
人
池
後
小
東
人
」

　́
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（年
次
未
詳
）
平
城
　
概
報
九

「　
　
　
　
　
倉
橋
部
人
足
　
小
月
隼
人
　
内
蔵
乙
万
呂

∽
。
（剛
購
坊
宿
人
久
米

一
万
呂
　
因
幡
田
作
　
鴨
諸
第
□

宮
門
本
在
　
　
山
田
廣
足
　
□
□
福
□
万
呂
」

。
「合
九
人
　
十
月
七
日
倉
橋
部
人
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（年
次
未
詳
）
平
城
　
概
報
〓

し
か
し
中
に
は
例
外
的
に
年
月
日
が
冒
頭
に
あ
る
事
例
も
な
く
は
な
い
が
、

極
め
て
少
数
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
が
あ
っ
て
も
遺
例
と
考
え
れ
ば
行
論
に

は
差
支
え
な
い
。
参
考
ま
で
に
若
千
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

働
。
「
八
月
十
八
日
進
紺
糸
二
斤
六
両

一
分
□
□
□

附
薬

×

。
「正
六
位
上
行
正
勲
十
二
等
山
口
伊
美
吉
　
天
平
十
三
年
×

（天
平
〓
０
平
城
　
史
料
５７

。
「四
月
十
四
日
紀
若
□
進
米
二
升
」
　

（年
次
未
詳
）
平
城
　
概
報
〓

。　
「　　　　　　　　　　　　　［山］　　　　　　　　　　　　　　　　」

①
一
一冬
『
嗣
僅
群
卿
評
紺
日
阿
刀
一
　

　

（和
銅

一こ

平
城
　
概
報
三

』
コ
期
講
助
脚
嚇
嚇
制
御 酒
（眸

三 升じ
升
⌒
又
吼
螂
熾
『
齢
増
孵
騨
坤
生
謙
琳
脚
脚

（仰
酒
三
升
請
）

□
□
□
□
□

『九
月
□
日
古
御
酒
二
升
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」



（年
次
未
詳
）
平
城
　
史
料
ｗ

御
・
「十
二
月
十
七
日
辰
時
奉
入
人
□
□
人
」

。
「持
釦
四
柄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（年
次
未
詳
）
平
城
　
概
報
六

⑪
は
月
日
が
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
年
次
が
改
め
て
末
尾
に
や
や
小
さ

い
字
で
記
入
さ
れ
て
い
る
ゃ
こ
の
よ
う
な
物
品
の
進
上
に
関
す
る
木
簡
に
は
月

日
を
最
初
に
記
し
た
も
の
が
多
く
、
①
も
③
も
そ
の
一
例
で
、
①
は
上
端
に
切

込
み
が
あ
り
、
む
し
ろ
貢
進
物
付
札
の
例
外
と
す
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

①
や

「竹
野
王
子
大
許
進
米
三
升
受
稲
□
」

「
六
日
百
嶋
」
（平
城
・
概
報
一
一号

と
い
う
木
簡
と
と
も
に
出
上
し
て
い
る
の
で
、　
一
括
し
て
こ
こ
に
掲
げ
た
。
そ

の
ほ
か
削
片
や
断
簡
で
あ
る
が
、
「十
三
日
進
鮨
□
Ｌ

「
九
日
進
（酌
電
□
」
（と

も
に
平
城
・
概
報
一
５

と
い
う
の
も
あ
る
。
⑩
は
記
録
簡
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

請
求
し
た
酒
の
量
を
順
次
日
ご
と
に
連
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
月
日

が
最
初
に
記
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ω
は
月
日
だ
け
で
な
く
時
刻
が
記

さ
れ
て
お
り
、
門
の
出
入
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
と
く
に
日
付
を
強

調
す
る
意
味
で
は
じ
め
に
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
木
簡
は
④
を
は

じ
め
和
銅
六
十
八
年
の
木
簡
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
の
で
、
平
城
官
で
も
比

較
的
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
な
例
は
藤
原
官
で
も

「
×
月
十

一
日

戊
時
奉

×
」
（藤
原
・
史
料
２４
）
「
□
月
（酔
硝
申
時
□
□
」

「
秦
連
若
応
呂
奉
□
」

（藤
原
。
概
報
五
）
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

平
城
宮
出
土
の
文
書
簡

・
記
録
簡
に
つ
い
て
の
検
討
は
ひ
と
ま
ず
終
わ
る
こ

と
と
し
て
、
他
の
遺
跡
出
上
の
文
書
簡
で
年
月
日
を
冒
頭
に
記
し
た
問
題
と
な

る
よ
う
な
木
簡
に
つ
い
て
み
て
み
よ
‥う
。

●

「
八
月
（叫

日）
記
館
稲
塾

糊

人

朔
承

（年
次
未
議

大
宰
府
概
報
４

①
。
「十
月
十
日
竺
志
計
贄
騨
□
□
留
膨
吼
姓
縫
鰍
詠
廿
撃
」

。
「須
志
毛
十
古

割
軍
布

一
古
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（年
次
未
詳
）
大
宰
府
概
報
７

①
。
「嘉
祥
二
年
正
月
十
日
下
稲
日
紀
　
鴎
花
料

」

。
鉛

力一一≡

八
百
林

期

力
珂

了

正
二

地

ｔ

（嘉
群

一し
払
田
　
概
要

⑫
と
①
は
と
も
に
大
宰
府
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
も
の
で
、
⑫
は
蔵
司
西
地
区

か
ら

「
久
須
評
」
や

「
里
長
日
下
部
君
牛
客
」
と
い
う
字
旬
の
み
え
る
木
簡
と

と
も
に
出
上
し
て
い
る
が
、
こ
の
木
簡
の
冒
頭
の

「
八
月
十
日
記
」
の
よ
う
に
、

文
章
の
最
初
に
年
月
日
を
記
し
て

「
―
―
記
」
と
書
く
形
式
は
、
最
近
の
稲
荷

山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
に
も
み
ら
れ
、
そ
の
ほ
か
法
隆
寺
献
納
菩
薩
半
珈
像
銘
に

「
歳
次
丙
寅
年
二
月
生
十
八
日
記
」
（推
古
一
四
、
六
〇
一Ｃ
、
同
観
音
菩
薩
立
像

銘
に

「
辛
亥
年
七
月
十
日
記
」
（白
雉
二
、
六
五
５
、
野
中
寺
弥
勒
菩
薩
半
珈
像

銘
に

「
丙
寅
年
四
月
大
旧
八
日
癸
卯
開
記
」
（天
智
五
、
一ハ
一ハ
一Ｃ
、
上
野
山
上
碑

銘
に

「
幸
巳
歳
集
月
三
日
記
」
（天
武
一
〇
、
六
八
こ

と
あ
り
、
河
内
新
堂
廃

寺
出
土
瓦
箆
書
に
も

「
日
□
二
月
記
焼
終
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
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し
た
表
記
法
は
そ
れ
以
後
の
資
料
に
は
ほ
と
ん
ど
み
え
ず
、
ほ
ば
七
世
紀
末
を

下
限
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
ら
の
点
か
ら
類
推
す
る
と
、
や
は
り
こ

の
木
簡
は
大
宝
令
施
行
以
前
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
①
は
大
宰
府
政
庁
地
区
北
面
築
地
基
壇
の
下
層
か
ら
た
だ

一
点
単
独
で

出
土
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
筑
前
を

「
竺
志
前
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
や
、

「
多
比
」
「
軍
布
」
な
ど
藤
原
官
出
土
木
簡
に
共
通
す
る
用
字
が
多
く
、
大
宝
令

以
前
、
あ
る
い
は
施
行
直
後
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
①
は
払
田
柵
外

郭
南
門
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
稲
の
下
行
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
が
、

用
途
は
明
ら
か
で
な
い
。
九
世
紀
中
ご
ろ
の
も
の
で
、
日
記
で
も
あ
り
、
特
殊

な
遺
例
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
藤
原
官

。
平
城
官
以
外
か
ら
出
土

し
た
文
書
簡

・
記
録
簡
に
つ
い
て
も
、
大
宝
令
施
行
前
後
に
お
い
て
年
月
日
記

載
が
逆
転
す
る
と
い
う
さ
き
の
提
説
は
成
立
し
そ
う
で
あ
る
。

三

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
単
に
貢
進
物
付
札
だ
け
で
な
く
、
文
書
街
、
あ
る
い

は
記
録
簡
に
つ
い
て
も
、　
大
宝
令
が
は
じ
め
て
施
行
さ
れ
た
大
宝
元
年

（七
〇

一
）
ご
ろ
を
堺
と
し
て
、
年
月
日
記
載
の
書
式
が
従
来
は
冒
頭
で
あ

っ
た
の
が
、

文
章
の
末
尾
に
書
か
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
そ
の

依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
た
だ
賦
役
令
調
皆
随
近
条
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
十

分
に
そ
の
変
化
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
問

題
と
な
っ
て
く
る
の
が
、
や
は
り

『
藤
原
官
木
簡

一
』
の
解
説
付
章
に
お
い
て
、

藤
原
官
出
上
の
上
申
文
書
と
認
め
ら
れ
る
文
書
簡
に
は
「
宛
先
の
前
に
申

（白
）

す
」
と
い
う
書
式
が
多
く
、
そ
れ
が
大
宝
令
や
養
老
令
の
公
式
令
に
規
定
さ
れ

た

「
解
式
」
に
先
行
す
る
古
様
の
上
申
文
書
の
形
式
ら
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
指
摘
で
あ
る
。
い
ま
理
解
に
便
利
な
よ
う
に
、
煩
を
い
と
わ
ず
そ
の
後
の
出

土
例
も
加
え
て
改
め
て
列
挙
し
て
み
よ
う
。

αつ

「法
息
師
前
　
小
僧
吾
白
　
啓
者
我
尻
坐
□
上
×

「　
僧
□
者
　
五
百
□

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
史
料
５２５

ｘ
□
　
得
文
申
　
別
戸
造
□
日
×
　

　

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
史
料
４‐４

大
嶋
　
十
明
日
木
令
×

×
国
古
豆
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

「　
　
但
鮭
者
速
欲
等
云
□
□
×
　

　

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
史
料
４６６

宮
守
官
×

「以
上
博
士
御
前
白

今
丞
ヵ
）

「国
大
夫
前
白
今
日
□
×
　
　
　
　
　
（年
次
禾
詳
）
藤
原
　
県
概
３‐

「国
可
賜
哉
　
使
□
×

（許
ヵ
）

「御
門
方
大
夫
前
白
上
毛
野
殿
被
賜
」
（年
次
未
詳
）
藤
原
　
史
料
９

」

「国
□
□
回
口
回
□
□
□
回

「恐
々
受
賜
申
大
夫
前
筆
×

「暦
作

一
日
二
赤
万
呂
□
×

「大
夫
前
恐
□
□
×

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
史
料
Ｈ

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
史
料
ｌｏ



⑫

「御
前
申
薪
二
束
受
給
」

④
。
「卿
等
前
恐
々
謹
解
醜
酢
ビ
×

。
「卿
容
受
給
請
欲
止
申

⑭
。
「御

（
宮
輪
毎
御
前
恐
々
謹
×

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
県
概

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
史
料
８

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
史
料
６‐３

。
「末
□
□
□
命
坐
而
自
知
何
故
×

⑮
　
「弾
正
蔓
笠
吉
麻
呂
請
根
大
夫
前
剤
爵
丁一
九
期
」

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
報
告
７７

こ
れ
ら
の
木
簡
に
は
い
ず
れ
も
年
月
日
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
こ

と
が

一
つ
の
特
色
と
し
て
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
す
べ
て
を
直

ち
に
大
宝
冷
施
行
以
前
の
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
最
後
に

掲
げ
た
⑭
に
は

「
弾
正
墓
」
と
あ
り
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
四
年
十

一
月
癸

卯
条
の
大
野
朝
臣
東
人
の
琵
伝
に

「
飛
農
朝
純
職
大
夫
直
広
癖
果
安
之
子
也
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
木
簡
は
大
宝
令
施
行
以
後
の
確
率
が
高
い
が
、

「
宛
先
の
前
に
請
か
」

と
い
う
表
現
は
他
の

「
宛
先
の
前
に
申
す
」

と
は
や

や
異
な
り
、　
翌
巾
」
と
い
う
用
宇
も
①
の

「
被
賜
」
、　
⑩
の

「
受
賜
」
、
⑫
①
の

「
受
給
」
と
比
較
し
て
新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
、
平
城
官
に
お
け
る
物
品
請
求
の

木
簡
で
も
ほ
と
ん
ど
こ
の

「
請
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
し
た

記
載
形
式

へ
の
過
渡
的
な
事
例
と
見
枚
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
⑭
は
下
部
が
欠
損

し
て
い
る
た
め
、

「
謹
」
の
つ
ぎ
の
字
が
不
明
で
あ
る
が
、
④
と
佐
較
し
、
ま

た
の
ち
の
用
例
を
勘
案
す
る
と
、
④
と
同
じ
く

「
謹
解
」
と
あ

っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

「解
」
と
い
う
用
字
も
つ
ぎ
に
述
べ
る
公
式
令
の

「
解
式
」
に
み
え
る

よ
う
に
、
大
宝
令
以
後
の
上
申
文
書
で
は
つ
ね
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、

働
か
ら
⑫
ま
で
の
文
書
簡
で
は

一‐白
（啓
と
　
「申
」
が
も

っ
ば
ら
用
い
ら
れ
て

い
て
、
こ
こ
に
も
相
異
が
認
め
ら
れ
る
。
平
城
官
朱
雀
門
付
近
の
下
ッ
道
側
濤

か
ら
出
土
し
た
過
所
木
簡
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

い
。
「関

々
司
前
解
近
江
國
蒲
生
郡
阿
伎
里
人
大
初
上
阿
伎
勝
足
石
＝

＝
許
田
作
人
」

。
「耐
伊
刀
古
床
呂
承術教嫉維人肱萩掛離謝歓初雖艶�縮紬駿炉人＝

＝
右
一一」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（年
次
未
辟
）
平
城
　
史
料
９２６

は
藤
原
官
当
時
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
記
さ
れ
て
い
る
位
階
か
ら
す
れ

ば
大
宝
卜
和
銅
年
間
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
木
簡
が

「
宛
先

（関

々
司
）
の
前
に
解
す
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
時
期
的
に
み
て

や
は
り
大
宝
令
以
前
の
書
式
か
ら
大
宝
令
以
後
の
公
式
令
書
式
に
移
る
過
渡
的

な
表
記
法
を
と
る
も
の
と
解
さ
れ
、
興
味
深
い
。

こ
の
よ
う
に
藤
原
官
出
上
の
文
書
簡
に
は
、
上
申
‐文
書
と
し
て
の
大
宝
公
式

令
に
規
定
さ
れ
た

「解
式
」
と
は
異
な
る
古
様
を
示
す
書
式
が
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の
の
存
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、　
一
方
で
は
大
宝
公
式
令
の

「解
式
」
に
則

っ
た
と
み
ら
れ
る
文
書
簡
が
多
数
出
土
し
て
い
る
事
実
と
照
合

す
る
と
き
、
そ
の
こ
と
の
有
す
る
意
義
は
い
っ
そ
う
粥
瞭
と
な
ろ
う
。
そ
う
し

た

「
解
式
」
に
よ
っ
て
い
る
ら
し
い
木
簡
は
と
く
に
最
近
行
な
わ
れ
た
発
掘
調

査
に
よ
っ
て
藤
原
宮
東
面
北
関

（山
部
門
か
）
付
近
の
外
濠
か
ら
多
く
出
土
し
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た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
掲
げ
た
皇
太
妃
官
職
解
の
木
簡
二
点
④

②
も
そ
う
で
あ
る
が
、
な
お
若
千
の
事
例
を
追
加
し
て
お
こ
う
。

（麻
ヵ
）

（部
ヵ
）

ω
。
「造
兵
司
解
　
□
□
国
□
×

（年
次
未
詳
）
藤
原
　
概
報
五

。
「六
□
□
□
回
□
□
□
□
×

（寸
五
分
ヵ
）

④一一帥聯徊脚僻鞠測旧聞団酢□×　（年次未詳）藤原　槻報五

⑬
　
「織
部
司
解
　
　
回
　
　
□
　
　
　
　
（年
次
未
詳
）
藤
原
　
概
報
五

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
年
月
日
の
記
載
が
な
い
が
、　
配
迎
兵
司
」

「内
膳
司
」

「織
部
司
」
と
い
う
官
司
名
か
ら
す
れ
ば
、
大
宝
令
施
行
以
後
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
書
式
は
公
式
令
の

「解
式
」
に
近
く
、
そ
れ
に

依

っ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、

「解
」
と

い
う
文
字
や
、
そ
れ
を
用
い
た
上
申
文
書
の
木
簡
が
大
宝
令
施
行
以
前
に
は
存

在
し
な
か
っ
た
、
つ
ま
り

「解
」
を
用
い
た
文
書
簡
が
出
現
す
る
の
は
大
宝
令

施
行
以
後
で
あ

っ
た
と
速
断
す
る
の
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
お
関

係
木
簡
の
出
土
例
が
少
な
い
か
ら
で
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
木

簡
も
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

①

膳
職
白
主
菓
営
申
解
解
　
　
　
　
　
　
（年
次
未
詳
）
藤
原
　
報
告
２‐

こ
の
木
簡
は
両
端
と
も
切
断
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
、

「膳
職
」
の
上
に
若

千
余
白
が
あ
り
、

「
大
膳
職
」
と
は
読
め
な
い
よ
う
な
の
で
、
や
は
り
大
膳
職

。
内
膳
司
に
分
化
す
る
大
宝
令
以
前
の
膳
職
で
あ
ろ
う
。
主
莫
誹
は
大
宝
令
で

は
大
膳
職
に
属
す
る
伴
部
で
、
浄
御
原
令
下
で
も
こ
う
し
た
名
称
や
用
字
の
官

人
が
存
し
た
か
否
か
に
疑
点
が
残
る
が
、

「
白
」
な
ど
の
用
字
か
ら
す
る
と
、

前
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
こ
の
木
簡
を
大
宝
令
施
行
以
前
の
も
の
と
み
る
に
矛

盾
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
習
書
ら
し
い
文
字
で

「
申
解
解
」
の
三
字
が

記
さ
れ
て
い
る
。
習
書
で
あ
り
、
な
お
慎
重
に
判
読
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
も

し
膳
職
に
照
応
す
る
も
の
な
ら
ば
、
大
宝
令
施
行
以
前
に
お
け
る

「解
」
の
用

字
を
示
す

一
例
と
な
る
。

こ
う
し
た
細
部
の
点
で
な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
は
あ
る
が
、
藤
原
官
木
簡

を
大
観
す
る
と
き
、
大
宝
令
施
行
の
前
と
後
で
上
申
文
書
の
文
書
簡
に
お
い
て

も
そ
の
書
式
に
変
化
が
あ
り
、　
施
行
後
は
原
則
と
し
て
大
宝
公
式
令
の

「解

式
」
の
書
式
に
則

っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
公
式
令

の

「
符
式
」

「
移
式
」
と
同
じ
と
み
ら
れ
る
も
の
に

「
符
処
々
塞
職
」
（藤
原
・

史
料
１２
）
や

「
中
務
省
移
」
（藤
原
。
現
説
資
料
）
が
あ
る
。
出
土
数
は
極
め
て
少

な
い
が
、
そ
の
点
は
平
城
官
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、　
一
般
的
に
紙
の
文
書

で
も
符
や
移
の
遺
存
す
る
例
は
稀
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
前

者
に
つ
い
て
は

「
塞
職
」
＝
関
司
と
い
う
用
字
に
必
ず
し
も
大
宝
令
以
後
と
で

き
な
い
疑
間
が
残
る
が
、
後
者
は
明
ら
か
に
大
宝
令
以
後
で
あ
り
、
ま
た

「官

奴
司
謹
奏
」
（藤
原
。
概
報
四
）
の
ご
と
く

「奏
」

の
用
語
も
大
宝
今
以
後
の
木

簡
に
み
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
宝
令
施
行
後
の
貢
進
物
付
札
の
年
月
日
記
載
の

位
置
の
変
化
が
大
宝
賦
役
令
の
規
定
に
従

っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
た
と
同
じ
よ



う
に
、
文
書
木
簡
に
お
け
る
同
様
な
変
化
は
や
は
り
大
宝
公
式
令
に
よ
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
貢
進
物
付
札
の

書
式
の
変
化
も
起
因
す
る
と
こ
ろ
は
む
し
ろ
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
な
か

ろ
う
か
。
そ
こ
で
も
し
こ
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
藤

原
官
当
時
に
お
い
て
は
木
簡
は
公
式
文
書
の
書
式
変
化
に
即
応
し
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
第

一
に
問
題
と
し
た
点
に
関
し
て
は
、
木
簡
は
紙
の
文
書
に
劣
ら

ゑ
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
同
等
の
評
価
を
受
け
て
い
た
と
い
え
る
の
で
な
か
ろ

う
か
。

銘

文

年

紀

と

位

置

ュ
Ａ
幸
亥
年
七
月
中
記
―
―

２
Ａ
治
天
下
獲
□
□
□
菌
大
王
世

３
Ａ
葵
未
年
八
月
日
十

４
Ａ
甲
寅
年
三
月
十
六
日

５
Ａ
法
興
六
年
十
月
在
丙
辰

６
Ａ
歳
次
乙
丑
四
月
八
日
戊
辰

７
Ａ
歳
次
丙
寅
年
正
月
生
十
八
日
記

８
　
　
　
　
　
　
Ｃ
池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
大
御
身
労
賜
時
歳
次
丙
午
年
十
１

一　
一　
　
・
―
―
―
十
歳
次
丁
卯
年
仕
奉

Ｂ
法
興
元
升

一
年
歳
次
辛
巳
十
二
月
鬼
前
太
后
崩
、
明
年
二
月
十
二

９
　
　
　
　
日
上
宮
法
皇
枕
病
　
　
　
　
　
　
癸
未
年
三
月
中
如
願
敬
造
釈
迦

尊
像
弄
快
侍

１０
Ａ
戊
子
年
十
二
月
十
五
日

１ｌ
　
　
　
Ｂ
ｒｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
大
化
二
年
丙
午
之
歳
構
立
此
橋

四

と
こ
ろ
で
藤
原
宮
出
土
の
木
簡
に
大
宝
初
年
を
画
期
と
し
て
大
宝
公
式
令
の

文
書
形
式
の
影
響
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
お
り
、
と
く
に
そ
れ
は
年
月
日
記
載
の

変
化
が
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
木
簡
だ
け
に
限
ら
れ

る
現
象
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
卜
伝
存
す
る
奈
良
時
代

以
前
の
す
べ
て
の
金
石
文
に
つ
い
て
、
そ
の
年
月
日
記
載
の
位
置
を
整
理
し
て

示
し
た
も
の
が
次
表
で
あ
る
。

稲
荷
山
古
墳
金
象
嵌
鉄
剣

船
山
古
墳
銀
象
嵌
大
刀

隅
田
八
幡
瀬
祗
人
物
画
像
鏡

法
隆
寺
献
納
光
背

（東
博
）

伊
豫
温
湯
碑

（釈
日
本
紀
）

元
興
寺
丈
六
像

（
元
興
寺
縁
起
）

法
隆
寺
献
納
菩
薩
半
珈
像

法
隆
寺
金
堂
薬
師
像

法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像

法
隆
寺
釈
迦
如
来

・
脇
侍
像

宇
治
橋
碑

″ ″ 〃 推 仁 ″ 雄

古 賢  略
″

　

一
五

四
七

一

五
〇
三

五
九
四

五
九
六

六
〇
五

一ハ
〇
六

六
〇
七

大 ″

化

一
説
五
〇
三
年

雄
略
否
定
説
あ
り

一
説
四
四
三
年

一
説
六
五
四
年
、
朝
鮮
製
説
あ
り

現
存
せ
ず

現
存
せ
ず

一
説
六
六
六
年

追
刻
説
あ
り

断
片
、
他
の
部
分
は
復
原
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‐２
Ａ
幸
亥
年
七
月
十
日
記

‐３
Ａ
戊
午
年
十
二
月
十
１

全

４
　
　
　
Ｂ
‐
‐
‐‐
―
―
―
宝
元
五
年
己
未
正
月
匪
匪
酔
識
敬
造
方
陀
仏
像
弄

ュ
　
　
　
　
ニ
菩
薩
―
―

‐５
Ａ
丙
寅
年
四
月
大
旧
八
日
癸
卯
開
記
―
―
―
―
―

Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
十
１
１
卜
頻
亡
於
阿
須
迦
天
皇
之
末
歳
次
辛
丑
十
二
月
三
日

庚
寅
、
故
戊
辰
年
十
二
月
寝
葬

Ｗ
Ａ
丁
丑
年
三
月
十
日
同
日
日
日
日
――
直
針
間
古
願
幡

‐８
　
　
　
　
　
　
Ｃ
　
　
　
　
　
　
営
造
歳
次
丁
丑
年
十
二
月
上
旬
即
葬

‐９
Ａ
幸
巳
歳
集
月
二
日
記

歳
次
降
婁
漆
売
上
旬
道
明
率
引
捌
拾
許
人

奉
鶯
群
御
原
大
宮
治
天
下
天
皇
敬
造

Ｃ
　
　
　
　
　
　
己
丑
年
十
二
月
十
五
日

２２
Ａ
壬
辰
年
五
月

２３
Ａ
甲
午
年
三
月
十
八
日

孵
Ａ
丁
酉
年
十
二
月
作

２５
Ａ
戊
威
年
四
月
十
三
日
壬
寅
収

Ｂ
永
昌
元
年
己
丑
四
月
　
　
　
　
　
　
歳
次
庚
子
年
正
月
二
壬
子
日

辰
節
珍
、
故
意
斯
麻
呂
等
立
碑

Ｂ
維
清
原
官
駅
宇
天
皇
即
位
八
年
庚
辰
之
歳
建
子
之
月

21  20

―
大
上
天
皇
奉
蓮
前
緒
、
遂
成
斯
業

２８
Ａ
壬
歳
次
摂
提
格
林
鐘
拾
伍
日

ｇ
上
宮
太
子
聖
徳
皇
壬
午
年
二
月
十
二
日
臨
崩
之
時

―
―
卜
至
子
戊
戊
年
　
　
　
　
　
　
至
子
乙
百
年
十
１
１

１
１
１
丙
午
年
三
月
露
盤
営
作

Ｃ
　
　
　
　
　
　
慶
雲
四
年
歳
次
丁
未
九
月
十

一
日
卒

以
慶
雲
四
年
歳
在
丁
未
四
月
十
四
日
寝
疾
終
於
越

城
、
時
年
対
六
、
碧
以
其
年
冬
十

一
月
乙
未
朔
十

一
日
乙
卯
帰
葬

法
隆
寺
献
納
観
音
菩
薩
像

（東
博
）

観
心
寺
観
音
菩
薩
像
（根
津
美
術
館
）

西
琳
寺
阿
秀
陀
仏
像
（
西
琳
寺
縁
起
）

野
中
寺
弥
勒
半
珈
像

船
王
後
墓
誌

法
隆
寺
騰
（良
訓
法
隆
寺
記
補
忘
集
）

小
野
毛
人
墓
誌

上
野
山
上
碑

長
谷
寺
法
華
説
相
図

条
女
竹
良
坐
域
碑

鰐
渕
寺
観
音
菩
薩
像

法
隆
寺
造
像
記
鋼
板

豊
前
安
心
院
釈
迦
像
（
石
清
水
文
書
）

妙
心
寺
鐘

下
野
那
須
国
造
碑

薬
師
寺
東
塔
擦

豊
前
長
谷
寺
観
音
菩
薩
像

法
起
寺
塔
露
盤

文
繭
床
呂
墓
誌

威
奈
大
村
墓
誌

○ 六 六 七 五

″ 斉 白
明 雉

五  四 二

″ ″ 天 ″ 天

武   智

六
五

一

六
五
八

六
五
九

一ハ
一ハ
一ハ

一ハ
一ハ
Ａ（

六
七
七

六
七
七

六
八

一

一ハ
お八十一ハ

六
八
九

六
九
二

六
九
四

六
九
七

六
九
八

七
〇
〇

七
〇
二

七
〇
六

七
〇
七

七
〇
七

朱
鳥
　
二

持
統
　
一二

″
　
　
　
　
一ハ

″
　
　
八

文
武
　
一万

″
　
　
二

″
　
　
四

大
宝
　
二

慶
雲
　
一二

現
存
せ
ず

一
説
六

一
七
年
、
現
存
せ
ず

一
説
追
刻

一
説
文
武
二
年

（
六
九
八
▼

和

銅
三
年

（
七

一
〇
）
な
ど

現
存
せ
ず
、
拓
本
の
み

現
存
せ
ず



36  35  3447  46  45  44 43  42 41  40 39  38

以
和
銅
元
年
歳
次
戊
申
十

一
月
十
七
日
己

酉
成

Ｃ
　
　
　
　
　
　
和
銅
元
年
歳
次
戊
申
秋
七
月

一
日
卒
也
、

三
年
庚
戊
冬
十
月
火
葬
―
―
―
―
―
―
和
銅
三
年
十

一
月

十
三
自
己
未

和
銅
四
年
三
月
九
日
甲
寅
宣

（

―

）

Ｃ
　
　
　
　
　
　
和
銅
七
年
歳
次
甲
寅
二
月
廿
六
日
命
過

Ｂ
　
　
　
　
　
　
和
銅
八
年
四
月
敬
以
進
上
於
二
重
宝
塔
七
科
鑢
盤

央

養
老
五
年
歳
次
辛
酉
冬
十
二
月
癸
酉
朔
十

三
日
乙
酉
葬

Ｃ
　
　
　
　
　
　
以
癸
亥
年
七
月
六
日
卒
之
、
養
老
七
年
十

二
月
十
五
日
乙
巳

ｃ
，―
―
―
―
ｌ
ｌ
養
老
七
年
歳
次
葵
亥
年
立

繭
亀
三
年
丙
寅
二
月
十
九
日

榊
亀
四
年
歳
次
丁
卯
十
二
月
十

一
日
鋳
奉

主
徳
因
時

Ｃ
　
　
　
　
　
　
戊
辰
十

一
月
十
五
日
□
□
逝
去

‘―
―
壬
戊
六
月
十
四
日
回
回
逝

瀞
亀
六
年
歳
次
己
巳
二
月
九
日

Ｃ
　
　
　
　
　
　
耐
亀
六
年
七
月
六
日

耐
亀
五
年
歳
次
戊
辰
十
月
十
日
卒
―
―
―

天
平
二
年
歳
次
庚
年
十
月
廿
日

天
平
十

一
年
八
月
十
二
日
記
歳
次
己
卯

天
平
十

一
年
歳
次
己
丑
二
月
十
三
日
沙
門

真
成

C C C C

下
道
圏
勝

・
囲
依
母
夫
人
骨
蔵
器

伊
扁
部
徳
足
比
売
骨
蔵
器

上
野
建
多
胡
郡
碑

道
薬
墓
誌

栗
原
寺
塔
露
盤

元
明
天
皇
陵
碑

太
安
万
侶
墓
誌

阿
波
国
造
碑

上
野
高
田
里
結
知
識
碑

興
蔽
寺
観
禅
堂
鐘

山
代
真
作
墓
誌

小
治
田
安
万
侶
墓
誌

正
倉
院
漆
柄
香
鱚
箱

美
努
岡
万
墓
誌

楊
貴
氏
墓
誌

行
基
骨
蔵
器

″ ″ 天 ″ ″ ″  ″ 顧 ″ ″
平        亀

一 一 二 六 六 五 四 三 七 七

和
銅
　
一死

養
老
　
五

″   ″  ″

八  七  四

七
〇
八

七

一
〇

七

二

一

七

二

三

七

二

三

七

二

六

七

二

七

七

二

八

七

二

九

七

二
九

七

三

〇

七

二

九

七

四

〇

七  七  七

五  四  一

年
紀
は
左
側
面

壬
戊
は
養
老
六
年

（
七
二
二
）

副
板
二
面
も
同
じ

現
存
せ
ず
、
拓
本
の
み
、
擬
刻
説

あ
り
断
片
、
銘
文
は
大
僧
正
舎
利
瓶
記

に
よ
る
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と9  48

C′

天
平
勝
宝
三
年
歳
次
辛
卯
四
月
十
四
日
庚

子
、
徒
二
位
竹
野
王

Ｃ
　
　
　
　
　
　
天
平
勝
宝
四
年
四
月
九
日

去
天
平
十
三
年
歳
次
辛
巳
春
二
月
十
四
日
朕
発
願
称

今
以
天
平
勝
宝
五
年
正
月
十
五
日
荘
厳
己
畢
―
―
―

Ｂ
‐―
―
―
―
―
―
徒
天
平
勝
宝
五
年
歳
次
癸
巳
七
月
十
五
日
轟
十
七
日

弄

一
十
三
箇
日
作
□

Ｃ
　
　
　
　
　
　
融
亀
元
年
歳
次
甲
子
―
―
―
―
―
―
天
平

宝
字
六
年
歳
次
壬
寅
―
―
―
天
平
宝
字
六
年
十
二
月

一
日

天
平
宝
字
六
年
歳
次
壬
寅
九
月
丙
子
朔
乙
巳
春
秋
七

十
有
五
売
子
京
宅
、
以
十
二
月
乙
巳
朔
壬
申
葬

以
天
平
宝
字
七
年
々
次
癸
卯
十
月
十
六
日

八
日
郷
長
矢
田
部
益
足
之
買
地
券
文

天
平
融
護
三
年
二
月
四
日

日
回
雲
二
年
十
二
月

神
護
景
雲
四
年
九
月
十

一
日

Ｃ
　
　
　
　
　
　
宝
亀
七
年
歳
次
丙
辰
十

一
月
乙
卯
朔
十
八

日
壬
午
葬

こ
の
表
で
Ａ
は
そ
の
銘
文
の
成
立
時
点
を
示
す
と
み
ら
れ
る
年
紀
が
文
章
の

冒
頭
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
Ｃ
は
反
対
に
そ
れ
が
文
章
の
末
尾
に
記
さ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
Ｂ
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
年
紀
が
文
章

の
途
中
に
あ
る
も
の
を
示
し
、
ダ
ッ
シ
ュ
を
付
し
た
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
変
形

と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
挙
例
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
説
明
を
加
え

る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
表
を
通
観
し
て
つ
ぎ
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
Ｂ
型
は

七

六
三

七

六
七

七

六
八

七
七
〇

七
七
六

断
片
、　
一
説
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）

当
面
の
問
題
に
直
接
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で

一
応
除
外
す
る
と
し
て
、
Ａ

型

。
Ｃ
型
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
Ａ
型
は
七
世
紀
末
ま
で
は
顔
出
す
る
が
、

大
宝
二
年

（七
〇
一し
の
２８
豊
前
長
谷
寺
観
音
菩
薩
像
銘
を
最
後
と
し
て
、
そ
れ

以
後
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｃ
型
は
Ａ
型
が
消
滅
す
る
八
世
紀
初
頭

以
後
か
ら
頻
出
し
、
若
子
の
Ｂ
型
を
含
み
は
す
る
が
、
の
ち
に
は
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
Ｃ
型
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
さ
き
に
木
簡
を
検
討
し
て
え
ら
れ
た
結

58  57 56  55  54

C C C

竹
野
王
石
塔

正
倉
院
雲
花
形
裁
文

聖
武
天
皇
勅
書
銅
板

薬
師
寺
仏
足
石

多
賀
城
碑

石
川
年
足
墓
誌

矢
田
部
益
足
買
地
券

正
倉
院
銀
壷

宇
治
宿
扁
墓
誌

越
前
剣
御
子
寺
鐘

高
屋
牧
人
墓
誌

宝天  ″
字平

六  五

″ 勝天
宝平

宝  ″景斤申瀞天 ″
亀  雲護護平

七  四 二 三  七

七

五

一

七

五

二

裏
面
の
天
平
勝
宝
元
年
封
戸
施
入

勅
書
は
０
形
式



果
と
同
じ
よ
う
に
、
八
世
紀
初
頭
の
大
宝
初
年
を
画
期
と
し
て
文
章
に
お
け
る

年
紀
記
載
が
冒
頭
か
ら
末
尾

へ
と
逆
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
こ

の
表
に
み
ら
れ
る
限
り
、
大
宝
以
前
に
も
Ｃ
型
が
存
在
す
る
。
ま
ず
８
法
隆
寺

金
堂
薬
師
如
来
像
の
光
背
に
刻
ま
れ
て
い
る
造
像
記
で
あ
る
が
、
こ
の
銘
文
を

推
古
十
五
年

全
ハ
〇
七
）
の
も
の
と
す
る
に
つ
い
て
は
多
く
の
反
対
説
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。
い
ま
そ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
そ
れ
ら
の

反
対
説
に
よ
れ
ば
天
武
朝
以
後
、
和
銅
あ
る
い
は
天
平
以
前
の
追
刻
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
つ
ぎ
は
１８
小
野
朝
臣
毛
人
の
墓
誌
で
、
銘
文
中
の

「
丁
丑
」
は
天

武
六
年

全
ハ
七
七
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
銘
文
に
つ
い
て
も
そ
こ

に
み
え
る

「
飛
鳥
浄
御
原
天
皇
」
や

「大
錦
上
」

「
朝
臣
」
の
語
句
が
天
武
六

年
当
時
の
も
の
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
し
て
、
持
統
朝
か
ら
和
釦
七
年
に
か
け
て
の

間
に
お
け
る
子
の
毛
野
に
よ
る
追
刻
追
納
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

ま
た
２０
長
谷
寺
法
華
説
相
図

（千
仏
多
宝
塔
鋼
板
）
に
つ
い
て
も
そ
の
制
作
年
代

は
必
ず
し
も
諸
説

一
定
し
て
い
な
い
。
銘
文
中
の
制
作
年
次
を
示
す

「
歳
次
降

婁
漆
充
上
旬
」

は
単
に

「威
の
年
の
七
月
上
旬
」

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、

「威
」
の
比
定
に
よ
っ
て
は
時
代
は
降
り
う
る
。

「
飛
鳥
清
御
原
宮
治
天
下
天

皇
」
は
天
武
天
皇
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
朱
鳥
二
年
説
は
む
し
ろ
難
点

が
あ
り
、　
ヨ
一代
実
録
』
貞
観
十
八
年
五
月
二
十
八
日
条
に
引
く
律
師
長
朗
牒

に
は
、

「大
和
国
長
谷
山
寺
、
是
長
朗
先
祖
川
原
寺
修
行
法
師
道
明
、
宝
亀
年

中
、
率
二共
同
類
（
奉
二為
国
家
一所
二建
立
一也
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
宝

亀
元
年
（七
七
〇
）
戊
の
年
に
天
武
系
最
後
の
称
徳
天
皇
の
病
気
平
癒
を
祈
願
し

た
も
の
で
、
長
谷
寺
の
文
献
上
の
初
見
が
そ
の
二
年
前
の

『
続
日
本
紀
』
神
護

景
雲
二
年
十
月
二
十
日
条
の

「
幸
二
長
谷
寺
一捨
一一田
八
町
こ

で
あ
る
こ
と
に
も

よ
く
照
応
す
る
と
し
て
、そ
こ
ま
で
制
作
年
代
を
下
げ
る
説
さ
え
あ
な
。様
式
的

に
は
白
鳳
期
の
も
の
と
し
て
も
、
十
二
支

一
運
を
く
り
下
げ
て
文
武
二
年

（
六

八
一ハ
）
と
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、　
大
宝
以
後
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性

も
存
す
る
。
つ
ぎ
に
い
ま

一
例
は
２‐
条
女
竹
良
螢
域
碑
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
阪

府
南
河
内
郡
太
子
町
春
日
か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
る
が
、
現
物
は
な
く
拓
本
が

存
す
る
の
み
で
あ
る
。
碑
文
は

「
飛
£
浄
原
大
朝
庭
大
弁
官
直
大
弐
条
女
竹
良

卿
所
請
造
墓
所
形
浦
山
地
四
千
代
他
人
莫
上
毀
木
犯
機
傍
地
也
、
己
丑
年
十
二

月
十
五
日
」
と
い
う
も
の
で
、
年
月
日
は
改
行
し
て
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。

条
女
竹
良
の
名
は

『
日
本
書
紀
』
天
武
紀
に
竹
羅

・
筑
羅
と
し
て
数
回
み
え
、

最
後
は
朱
£
元
年
九
月
甲
子
条
の
天
武
寝
宮
の
記
事
に
直
大
騨
で
内
命
婦
の
事

を
誅
し
た
こ
と
が
み
え
る
。

「大
弁
官
」
の
官
名
も
同
じ
く
天
武
紀
に
み
え
、

「代
」
の
用
語
も
矛
盾
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
碑
文
そ
の
も
の
に
疑
わ
し
い
点

は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
碑
文
は
他
に
な
く
、
ま
た
現
在
知
ら
れ
る

拓
本
も
転
刻
さ
れ
た
も
の
に
依

っ
た
よ
う
な
の
で
、
な
お
慎
重
に
検
討
を
要
す

る
が
、
と
も
か
く
こ
こ
で
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
注
目
し
て
お
こ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
大
宝
以
前
の
Ｃ
型
に
は
比
定
年
次
に
疑
点
の
あ
る
も
の
が

多
く
、
金
石
文
に
お
い
て
も
大
宝
令
施
行
の
前
と
後
に
お
い
て
年
紀
記
載
の
様

式
が
変
化
し
た
可
能
性
が
強
く
、
た
と
え
２‐
の
ご
と
き
も
の
が
稀
れ
に
存
在
し

た
と
し
て
も
、
Ｃ
型
の
先
行
的
な
も
の
と
解
す
れ
ば
、
支
障
と
は
な
ら
な
い
で



木簡と大宝令

あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
表
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
Ａ
型
を
示
す
大
宝
以
前
の
事

例
は
造
像
記
に
多
く
、
そ
れ
と
比
較
す
べ
き
大
宝
以
後
の
造
像
記
の
例
が
遺
憾

な
が
ら
存
在
し
な
い
し
、
逆
に
Ｃ
型
の
事
例
に
は
墓
誌
が
多
く
、
墓
誌
の
書
式

は
造
像
記
と
は
や
や
異
な
る
上
に
、
大
宝
以
前
に
Ａ
型
を
示
す
墓
誌
の
例
が
な

い
と
い
う
難
点
は
あ
る
。
し
か
し
大
局
的
に
み
て
、
大
宝
を
境
と
し
て
年
紀
記

載
が
Ａ
型
か
ら
Ｃ
型
に
移
行
す
る
趨
勢
に
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
に
も
木
簡
と
同
じ
よ
う
な
大
宝
公
式
令
の
書
式
の

影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
い
か
と
思
う
が
、
肝
心
の
紙
に
書
か
れ
た
文
書
に

つ
い
て
大
宝
令
施
行
以
前
は
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
か
を
示
す
資
料
が
残
念
な
が

ら
存
在
し
な
い
。
紙
に
書
か
れ
た
公
文
書
と
し
て
は

『
正
倉
院
文
書
』
と
し
て

残
る
大
宝
二
年
戸
籍
が
最
古
の
も
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
美
濃
国
戸
籍
で
は

巻
首
に

「
太
賓
武
年
十

一
月
御
野
国
山
方
郡
戸
籍
」
と
あ
り
、
巻
尾
に
は

「
太

賓
二
年
十

一
月
　
日
追
正
八
位
下
五
百
井
造
豊
国
」
と
あ

っ
て
、
以
下
国
司

‘

郡
司
が
連
署
し
て
い
て
、　
一
応
公
式
令
の
書
式
、
つ
ま
り
Ｃ
型
に
近
い
。
ま
た

同
じ
大
宝
二
年
の
西
海
道
戸
籍
も
巻
首
は

「筑
前
国
嶋
郡
戸
籍
川
辺
里
　
大
費

二
年
」
で
始
ま
り
、
養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
も
巻
首
に
は

「
下
総
国
葛
飾
郡
大

嶋
郷
戸
籍
　
養
老
五
年
」
と
あ
る
が
、
と
も
に
巻
尾
を
遺
存
す
る
も
の
が
な
い

ら
で
、巻
木
の
書
式
は
切
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
戸
籍
の
書
式
は
、他

の
正
税
帳
な
ど
の
公
文
が
た
と
え
ば
、「志
摩
国
司
解
　
申
神
亀
六
年
輸
庸
事
」

と
か
↓
紀
伊
国
司
解
　
申
天
平
二
年
収
納
大
税
弄
神
税
事
」
と
い
う
よ
う
な
文

言
で
始
ま
り
君
以
前
、
収
納
大
税
穀
頴
弄
神
戸
租
等
数
、
具
録
如
前
、
謹
解
」

と
結
ん
で
、
年
月
日

・
位
署
を
記
す
と
い
う
完
全
に
公
式
令
の

「解
式
」
の
書

式
を
と
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。
あ
る
い
は
そ
こ
に
大
宝
令
以
前
の
公
文
書

書
式
の
か
す
か
な
遺
制
が
認
め
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
戸
籍

と
し
て
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
年
紀
が
冒
頭
に
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
こ
れ
は
公
文
書
で
は
な
い
が
、
同
じ
よ
う
に
紙
に
書
か
れ
た
大
宝

令
以
前
の
事
例
と
し
て
は
、
経
典
政
語
の
う
ち
に

一
点
、
朱
鳥
元
年
全
ハ
八
一Ｃ

の
も
の
と
さ
れ
る
小
川
睦
之
助
氏
蔵

「
金
剛
場
陀
羅
尼
経
」
巻

一
の
も
の
が
あ

玄や
。

①

歳
次
丙
戌
年
五
月
、
川
内
國
志
貴
評
内
知
識
、
為
七
世
父
母
及

一

切
衆
生
、
敬
造
金
剛
場
陀
羅
尼
経

一
部
、
藉
此
善
因
、
往
生
浄
上
、

終
成
正
覚
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
化
僧
宝
林

こ
れ
を
和
釦
年
間
書
写
の
根
津
美
術
館
所
蔵
の

「舎
利
弗
阿
毘
曇
論
」
巻
十

二
や

「大
般
若
波
羅
密
多
経
」
巻
二
十
三
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
政
語
と
対
比
す
る

レ⊂、
⑫

奉
為
　
聖
朝
、
恒
延
福
寿
、
敬
蔦

一
切
経
論
及
律
、
荘
厳
既
了
、

和
銅
三
年
成
五
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
門
知
法

⑬

藤
原
官
御
高
　
天
皇
、
以
慶
雲
四
年
六
月
十
五
日
登
遥
、
三
光
惨

然
、
四
海
過
密
、
長
屋
殿
下
地
極
天
倫
、
情
深
福
報
、
乃
為
　
天

皇
、
敬
蔦
大
般
若
経
六
百
巻
、
用
轟
酸
割
之
誠
焉

和
銅
五
年
歳
次
壬
子
十

一
月
十
五
日
庚
辰
党



用
紙

一
十
七
張
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
宮

そ
こ
に
は
年
紀
記
載
の
変
化
が
切
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、

大
宝
以
前
の
遺
例
は
わ
ず
か

一
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
大
宝
以
後
の
経
典

政
語
に
は
年
紀
の
冒
頭
に
あ
る
も
の
が
割
合
に
多
い
の
で
、
絶
対
的
な
実
証
資

料
に
な
る
と
は
い
い
難
い
。

し
か
し
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
書
式
が
単
に
木
簡

だ
け
で
な
く
、
金
石
文
や
、
紙
の
文
書
に
お
い
て
も
、
末
尾
に
記
す
書
式
に
先

行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
木
簡
で
は
そ
の
変
化

が
大
宝
令
施
行
を
画
期
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
ら
ば
そ
う

し
た
Ａ
型
の
書
式
は
日
本
独
自
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
Ａ
型
か
ら
Ｃ

型

へ
の
変
化
は
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
。

五

新
羅
の
古
都
、
慶
州
月
城
の
近
く
に
あ
る
雁
鴨
池
の
先
年
の
発
掘
調
査
に
お

い
て
、
約
五
〇
点
の
木
衡
が
臨
海
殿
に
面
す
る
護
岸
石
築
の
下
の
泥
土
層
か
ら

出
土
し
た
。
そ
れ
ら
の
中
に
は

「夷
子
年
」
「
甲
辰
年
」
「
乙
巳
年
」
「（既
睡
年
」

「
甲
寅
年
」
な
ど
千
支
で
年
を
表
わ
し
た
も
の
が
五
点
、
「
天
資
十
載
」
「
賓
應

四
年
」
な
ど
中
国
の
唐
の
年
号
を
用
い
た
も
の
が
二
点
あ
り
、
他
に
月
日
の
み

を
記
し
た
も
の
が
四
点
ほ
ど
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
年
月
日
を
記
し
た
木
衝

を
検
す
る
と
、
表
だ
け
の
も
の
は
勿
論
、
表
一暴
に
記
載
の
わ
た
っ
て
い
る
も
の

も
、
す
べ
て
年
月
日
は
木
簡
の
上
端
か
ら
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
木
簡
の

記
載
形
式
は
年
月
日
を
文
章
の
冒
頭
に
記
す
日
本
簡
の
Ａ
型
に
属
す
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
木
簡
の
年
代
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
み
え
る

一‐天
賛
十

載
」
は
唐
の
玄
宗
の
治
世
で
七
五

一
年
に
当
た
り
、
新
羅
で
は
景
徳
王
の
十
年

（天
平
勝
宝
三
）
で
あ
る
。
ま
た

「費
應
四
年
」
の
宝
応
は
唐
の
代
宗
の
年
号
で

あ
る
が
、四
年
に
当
た
る
七
六
五
年
に
は
す
で
に
改
元
さ
れ
て
い
て
、広
徳
三
年

ま
た
は
永
泰
元
年
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
新
羅
で
は
改
元
の
事
実
を
知
ら
な
か

っ
た
の
か
、
そ
の
ま
ま
宝
応
の
年
号
を
用
い
て
お
り
、
こ
れ
は
景
徳
王
の
二
十

四
年
か
、
代

っ
た
恵
恭
王
の
元
年

（天
平
神
護
元
）
に
当
た
る
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
他
の
木
簡
も
は
ば
同
時
期
の
も
の
と
み
て
、
千
支
を
も
っ
て
記
さ
れ
た
年

紀
の
う
ち
、
「庚
子
年
」
は
七
六
〇
年

（天
平
宝
字
四
）、
「
甲
辰
年
」
は
七
六
四

年

（天
平
宝
字
八
）、
「‐乙
巳
年
」
は
七
六
五
年

（天
平
神
護
元
）、
「‐甲
寅
年
」
は

七
七
四
年

（宝
亀
五
）
に
当
て
る
の
が
妥
当
と
し
、
景
徳
王
か
ら
恵
恭
王
の
代
に

か
け
て
の
も
の
で
、
コ
一国
史
記
』
新
羅
本
紀
景
徳
王
十
九
年
（七
六
〇
ゴ

一月

条
に

「宮
中
穿
二大
池
こ

と
あ
る
雁
鴨
池
の
重
修
工
事
に
関
係
す
る
の
で
な
い

か
と
み
ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
年
代
比
定
に
誤
り
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
す

で
に
日
本
で
は
年
紀
記
載
の
書
式
が
Ａ
型
か
ら
Ｃ
型
に
移
行
し
て
い
た
時
期
に
、

新
羅
の
木
簡
で
は
も
っ
ば
ら
Ａ
型
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
そ
う
し
た
現
象
は
単
に
木
衛
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
場

合
と
同
じ
よ
う
に
、
朝
鮮
三
国
の
他
の
金
石
文
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み



よ

う

。そ
こ
で
い
ま
試
み
に
黄
寿
永
氏
の
編
著
に
な
る

『
韓
国
金
石
遺
文
』
に
よ
っ

て
、
そ
の
中
か
ら
ま
ず
Ａ
型
の
も
の
を
年
代
順
に
抽
出
し
て
み
よ
う
。
な
お
そ

れ
ぞ
れ
の
年
代
比
定
は
※
印
の
も
の
を
除
き
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
註
記
に
よ
っ
た
。

十
三
年
十
月
戊
子
朔
十
六
日

・
蓮
花
寺
四
面
石
像

羅

。
阿
弥
陀
仏
等
石
像

羅

。
金
銅
舎
利
方
函

羅

。
上
院
寺
銅
鐘

羅

・
壬
申
誓
記
石

羅

・
元
驀
寺
鐘

以
上
は
ひ
と
ま
ず
雁
鴨
池
出
土
木
簡
の
推
定
年
代
以
前
を
限

っ
て
掲
出
し
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
現
存
金
石
文
に
年
紀
の
み
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
こ

の
よ
う
に
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
Ａ
型
で
、
Ｂ
型
も
少
な
く
、
Ｃ
型
に
至

っ
て
は

皆
無
で
あ
り
、
ま
た
Ａ
型
は
こ
れ
以
後
も
顔
出
す
る
。
そ
こ
で
Ｃ
型
は
い
つ
ご

ろ
か
ら
現
わ
れ
る
か
を
同
様
に
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
果

と
な
る
。

（
五

）

年
□
月
十
六
日
丙
午
正
陽

（
甲
）

七
年
歳
次
国
―
―

乙
卯
年
十
１

（
中
力
）

寿
元
年
太
歳
在
卯
二
月
□
―
―

子
年
二
月
―
―

丙
辰
年
二
月
八
日
―
―

嘉
七
年
歳
在
己
未
―
―

四
年
在
辛
卯
―
―

年
四
月
朔
十
四
日
―
―

年
二
月
十
六
日
―
―

年
二
月
十
六
日
―
―

乙
卯
年
十
１

興
五
年
歳
在
丙
辰
―
―

未
年
十

一
月

一
日
―
―

二
五

〓
一一ハ

三
九

句
一麗
・
冬
寿
墓
誌

四

一
五

五

三

六

。
永
川
青
堤
碑

句
麗

。
金
銅
如
来
立
像

句
一麗
・
金
銅
三
尊
仏
光
背

。
鳩
作
碑

羅

。
南
山
新
城
碑

麗
（百
済
）
・
釈
迦
像
光
背
（東
博

羅

。
於
宿
墓
誌

済
（高
句
麗
）
。
金
銅
光
背

済

。
金
銅
三
尊
仏
光
背

済

・
金
銅
釈
迦
坐
像
光
背

済

・
秒
宅
智
積
碑

済

。
三
尊
千
仏
碑
像

済

・
七
支
刀

（
石
上
神
官
）

句
一麗
・
金
銅
光
背

句
麗

・
好
太
王
壷
粁

羅

・
瑞
鳳
塚
銀
合
紆

済

・
武
寧
王
陵
銀
釧

四

五

五

二

五
三
五
七

一

五
七
八

五
九

一

五
九
四

五
九
五

五
九
六

一（
一
一一一一
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羅 羅 羅 羅 羅 羅 羅

§息g:3魯巨:38昂蜜募霧 贔霧医
陵      利

□
□
―
―

六

二

四

年
正
月
九
日
―
―

六
五

在
癸
酉
四
月
十
五
日
―
―

六

七

三

寅
年
七
月
七
日
―
―

丑
年
二
月
十
五
日
―
―

竜
二
年
景
午
二
月
八
日
―
―

申
年
六
月
十
六
日
―
―

宝
四
載
乙
酉
―
―

六
七
八

六
八
七
〇
六

十
三
年
乙
丑
二
月
八
日
―
―

七

二

七

三

一

花 美 と 』 と な 遂 ま 茫 文
顕 福 泰 寧 乾 和 十 通 唐 暦
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参
季
太
歳
丙
辰
正
月
十
五
日
記
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五 四 三 九 九 八 七 六 五 七



以
上

一
〇
世
紀
末
ま
で
に
限

っ
た
が
、
現
存
資
料
に
よ
る
限
り
、
Ｃ
型
の
最

も
早
い
も
の
は
七
七

一
年

（新
羅
恵
恭
王
七
、
宝
亀
一し
　
の
有
名
な
新
羅
聖
徳
大

王
神
鐘
銘
で
、
そ
れ
は
銘
文
の
末
尾
に
唐
の
年
号
を
用
い
て

「
大
暦
六
年
歳
次

幸
亥
十
二
月
十
四
日
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
八
世
紀
に
お
け
る
Ｃ
型
は
こ
の
一

例
だ
け
で
、
以
後
九
世
紀
中
ご
ろ
に
な
っ
て
よ
う
や
く
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し

こ
こ
に
掲
げ
た
期
間
に
あ

っ
て
も
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
Ａ
型
は
依
然
と
し

て
併
行
し
て
多
く
存
続
し
、
た
と
え
ば
鐘
銘
で
も
新
羅
禅
林
院
鐘
の

「貞
元
＋

年
甲
申
三
月
十
三
日
」
（八
〇
四
）
、新
羅
青
州
蓮
池
寺
鐘
の
「太
和
七
年
二
月
日
」

（八
一≡
も
、
新
羅
家
興
寺
鐘
の

「
大
中
□
年
丙
子
八
月
三
日
」
（八
五
一Ｃ
、
新

羅
松
山
村
大
寺
鐘
の

「
天
復
四
年
甲
子
二
月
十
二
日
」
（九
〇
四
）
な
ど
の
年
紀

は
い
ず
れ
も
文
章
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
て
Ａ
型
に
属
し
、
表
に
示
す
ご
と
く

よ
う
や
く
興
海
大
寺
鐘
（九
五
一Ｃ

に
至

っ
て
Ｃ
型
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
Ｃ
型
は
い
ず
れ
も
唐
の
年
号
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
初
見
資
料
で

あ
る
聖
徳
大
王
神
鐘
の
場
合
は
ち
ょ
う
ど
雁
鴨
池
木
簡
の
年
代
と
重
複
す
る
か

ら
、
当
時
は
年
紀
に
関
し
て
も
な
お
干
支
と
年
号
が
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

粥
ら
か
で
あ
る
。
前
表
に
よ
る
と
新
羅
に
お
け
る
唐
年
号
の
使
用
は
日
本
に
お

け
る
年
号
始
用
と
同
じ
く
八
世
紀
初
頭
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
と
違

っ

て
独
自
の
年
号
は
な
く
、
千
支
を
用
い
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い

た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
年
紀
記
載
に
つ
い
て
も
、
Ｃ
型
の
出
現
が
い
つ
ま
で

遡
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
新
し
い
Ｃ
型
に
関
わ
る
こ
と
な
く
依
然
と
し
て

Ａ
型
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
以
上
の
よ
う
な
朝
鮮
三
国
の
金
石
文
に
お
け
る
年
紀
記
載
の
検
討
結

果
か
ら
す
る
と
、
日
本
に
お
い
て
年
紀
記
載
が
Ａ
型
の
書
式
か
ら
始
ま
る
の
は
、

ま
ず
朝
鮮
三
国
に
渕
源
す
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
Ａ
型
か
ら

Ｃ
型

へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
新
羅
で
は
日
本
の
時
期
、
つ
ま
り
八
世
紀
初
頭

に
ま
で
遡
り
う
る
か
は
疑
間
で
、
ま
た
は
ぼ
同
時
と
仮
定
し
て
も
、
粥
確
な
画

期
が
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
後
も
Ａ
型
が
優
勢
の
ま
ま
依
然
と
し
て
存
続
し
て
行

っ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
点
日
本
の
場
合
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
。
と
す
る
と
、

日
本
に
お
け
る
Ａ
型
か
ら
Ｃ
型

へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
朝
鮮
三
国
以
外
に
要
因

を
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
そ
う
し
た
変
化
が
律
令
に

基
づ
く
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
中
国
の
令
、
具
体
的
に
は
明
確
に
Ｃ
型
を
示

す
公
式
令
の
遺
存
し
て
い
る
唐
の
開
元
令

（七
年
令
ま
た
は
二
十
二
年
令
）
で
あ

ろ
う
が
、
改
め
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
同
様
な
問
題
を
中
国
の
場
合
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

エハ

中
国
の
木
簡
に
お
け
る
年
紀
の
位
置
を
論
ず
る
際
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
中
国
で
は

一
つ
の
簡
だ
け
で
文
章
が
完
結
し
、
ま
た
そ

れ
だ
け
で
機
能
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
複
数
の
簡
を
編
綴
し
て
冊
書
の
形
態
を

な
す
こ
と
が
多
く
、
こ
の
点
が
日
本
と
は
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
居
延
漢

簡
の
中
か
ら
大
庭
脩
氏
に
従

っ
て
若
千
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
猟
。



木簡と大宝令

「元
鳳
三
年
十
月
戊
子
朔
戊
子
、
酒
泉
庫
令
安
国
以
近
次
兼
行
大

凹

遣
回
官
持
□
□
□
銭
、
去
国
□
取
丞
事
、
金
城
、
張
族
、
酒
泉
＝

張
舎
従
者
如
律
令
／
橡
勝
胡
、
卒
史
廣

守
事
、
丞
歩
遷
、
謂
過
所
県
関
津
、
請

＝
敦
爆
郡
、
案
家
所
占
畜
馬
二
匹
、
営
　
」

盆
削
漢
・
前
七
八
）
居
延

一一６
三
二

二

０
「
五
鳳
三
年
十
月
甲
辰
朔
甲
辰
、
居
廷
都
尉
徳
、
丞
延
寿
敢
言
之
‐

Ｇ

三
百
十

一
日
、
以
令
賜
賢
労
百
六
十
日
半
日
、
謹
移
賜
労
名
籍
―

‐
甲
渠
候
漢
彊
書
言
、
候
長
賢
日
述
積

十
一
編
、
敢
言
之
、　
　
　
　
　
　
　
」

Ω
則
漢
。
前
≡
一σ
居
廷
　
一
五
九
二

四

∞
　
「永
光
二
年
三
月
壬
戌
朔
己
卯
、
甲
渠
士
吏
彊
以
私
印

「行
候
事
、
敢
言
之
、
侯
長
鄭
赦
父
望
之
、
不
幸
死
、

。
「予
赦
寧
、
敢
言
之
、

０
「

令
史
充
　
　
」

盆
削
漢
・
前
聖

し
居
延
　
　
一五
≡
ｉ

∽

賜
劃
加
】
十

一
月
甲
辰
朔
戊
午
、
第
十
三
候
長
赦
之
敢
言
之
、
＝

謹
移
銭
出
入
簿

一
編
、

」

全
削
漢
二
型
西
）
居
延
　
　
一天

・
四

「永
始
五
年
間
月
己
巳
朔
丙
子
、
北
郷
歯
夫
忠
敢
言
之
、
義
成
里

鰯

獄
徴
事
、
当
得
取
俸
、
謁
移
肩
水
金
関
、
居
延
県
索
関
、
敢
言
＝

聞
月
丙
子
、
鰈
得
丞
シ
、
移
肩
水
金
関
、
居
延
県
索
関
如
律
令

佳
自
営
自
言
、
為
家
私
市
居
延
、
謹
案
自
営
母
官

＝
之
、
／
塚
晏
、
令
史
建
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

Ω
削
漢
。
前
〓
Ｃ
居
延

　

一
五
。
一
九

監
調
に隣肘嘲罪
難
蠣
藤
勇
蜘初螂浦∵

津
関
、
遣
亭
長
王
豊
、
以
詔
書
買
騎
馬
酒
泉

「居
延
令
印

佐
褒
、
十
月
丁
亥
出
　
　
　
　
　
　
　
　
」

十
月
丁
亥
出
」

Ω
刷
漢

。
前

三

）
居

延

　

一
七
〇

二

一

⑬
「廟
線
廠
許
韮
羽
癸
丑
朔
癸
亥
、
御
史
大
夫
吉
下
丞
相
、
承
書
従
＝

事
下
首

」

⑪
「た期劇柳笹鑢帥郵耳鱒鶏Ｗ
く軍
く、中二く千
く石く、ヽ‐

郡
大
守
、
諸
侯
相
、
承
書
従
事
下
営
用
者
、
如
詔
書
、」

盆
削
漢
。
前
一全

）
居
延
　
一
〇
二
≡
一、
一一６

」

癸
巳
」」



⑫
。
申
計

一
月
丙
戌
、
宣
徳
将
軍
張
拡
大
守
芭
、
長
史
丞
旗
、
告
督
＝

□
視
亭
市
里
顕
見
虎
、
令
吏
民
蓋
知
之
、
芳
縣
起
察
有
母
四

十
郵
扶
□
□
□
謁
部
農
都
尉
官
□
、
蔦
移
書
到
、
痛

時
言
、
如
治
所
書
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

。
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
像
習
、
届
沈
、
書
佐
横
、
賞
、
均
」

Ω
削
漢
・
年
次
未
詳
）
居
延

　

　

一
六
・
四

働
働
は
郡
太
守
の
下
達
文
書
、
ω
は
侯
官
の
、
働
は
都
尉
の
上
申
文
書
、
①

③
は
旅
行
者
の
身
分
証
甥
書
、
働
は
送
り
状
、
そ
し
て
⑩
⑪
は
詔
書
冊
の
あ
と

に
編
綴
さ
れ
た
詔
書
の
伝
達
を
命
ず
る
文
書
筒
の
う
ち
の
は
じ
め
の
二
簡
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
完
形
の
木
簡
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
年
紀
が
冒
頭

に
現
わ
れ
て
お
り
、
い
ち
い
ち
例
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
原
則
は

他
の
文
書
筒
に
つ
い
て
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
傾
向
は
居
延
漢

簡
の
前
後
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
た
と
え
ぽ
長
沙
馬
王
堆
三
号
墓
か
ら
遣

策
に
伴

っ
て
出
土
し
た
木
贖
に
は
、

∽

「十
二
年
二
月
乙
巳
朔
戊
辰
、
家
丞
奮
、
移
主
蟹
郎
中
、
移

蟹
物

一
編
、
書
到
、
先
選
具
奏
主
賢
君
、　
　
　
　
　
　
」

金
門
漢
文
帝
丘
門
三
ハ
八
）
長
沙

と
あ
り
、
江
陵
鳳
凰
山

一
六
八
号
墓
か
ら
出
土
し
た
竹
蹟
に
も
、

働
　
「十
三
年
五
月
庚
辰
、
江
陵
丞
敢
告
地
下
丞
、
市
陽
五

夫
ミ
緊
自
言
、
典
大
奴
良
等
十
八
人

。
大
揮
益
等
十
八
人
、
招
車

二
乗
、
牛
車

一
両
、
謗
馬
四
匹
、
印
馬
二
匹
、
騎
馬
四
匹

可
行
、
吏
以
従
事
、
敢
告
主
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

盆
刷
漢
文
帝
二
型

六
七
）
江
陵

と
い
う
よ
う
に
、
年
紀
は
冒
頭
に
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
年
代
の
降
っ
た
楼
蘭

出
上
の
魏

・
晋
筒
に
お
い
て
も
、

∞
　
「泰
始
五
年
七
月
十
六
日
、
従
像
位
張
釣
言
敦
爆
太
守
×

（西
晋
二
天
九
）
楼
蘭
　
ｃ
ｌａ

∽
。　
〓一一建

一 興
計
和
餅
〓
醐
十
七
日
、
粟
□
胡
棲
□
×

。
「功
曹
　
　
　
　
　
　
主
簿

（西
豆日
二
≡
６
）
楼
蘭
　
ｃｈ
八
仝
ハ

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
書
式
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
書
式
は
、
中
国
に
お
い
て
も
木

簡
に
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
同
じ
時
期
の
金
石
文
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
。
私
た
ち
の
容
易
に
眼
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
日
本
に
あ
る
中
国

の
遺
物
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
和
泉
黄
金
塚
出
上
の
魏
の
景
初
三
年
金
〓
一九
）

の
画
文
帯
神
獣
銃
の
銘
文
に
は
、

∽

景
初
三
年
、
陳
是
作
謡
斧
之
、
保
子
宜
孫

と
あ
り
、
他
の
魏
の
正
始
、
呉
の
赤
烏
年
間
の
鏡
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
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る
。
ま
た
刀
剣
銘
で
は
天
理
市
東
大
寺
山
古
墳
出
上
の
金
象
嵌
鉄
刀
は
後
漢
中

平
年
間

（
一
八
四
十
八
九
）
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
銘
文
も

∽

中
平
□
町

五
月
丙
年
、
造
作
回
印
ギ

百
練
清
□
）
上
応
星
宿
、
一囃

（祥
）

辟
不
□

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
書
道
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
中
国
出
上
の
買

地
鉛
券
の
類
も
同
じ
で
、
そ
の
う
ち
後
漢
の
光
和
元
年
（
一
七
八
）
の
一
例
を
示

せ
ば
、

⑮

光
和
元
年
十
二
月
丙
午
朔
十
五
日
、
平
陰
都
郷
市
南
里
曹
仲
成
、

従
同
縣
男
子
陳
胡
奴
、買
長
谷
亭
部
馬
領
伯
北
家
田
六
畝
二
千
五
百
、

弄
直
九
千
銭
即
日
畢
、
田
東
比
胡
奴
、
北
比
胡
奴
、

（表
）

西
比
胡
奴
、
南
蓋
松
道
、
四
比
之
内
根
生
伏
財
物
、　
一
銭
以
上
皆

属
仲
成
、
田
中
有
伏
戸
既
□
男
営
作
奴
女
営
作
婢
、
皆
営
為
仲
成

給
使
、
時
芳
人
買
劉
皆
知
券
約
、
他
如
天
帝
律
令

（裏
）

の
ご
と
く
で
あ
れ
。
し
た
が
つ
て
中
国
で
は
木
簡
の
み
な
ら
ず
、
他
の
金
石
文

の
類
で
も
、
年
紀
を
記
す
場
合
に
は
原
則
と
し
て
文
の
冒
頭
に
置
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
遡
っ
て
青
釦
器
類
の
い
わ
ゆ
る
金
文
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
い

か
ら
、
為
そ
ら
く
中
国
で
は
最
初
か
ら
年
紀
は
文
章
の
冒
題
に
記
す
慣
例
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
い
ま
そ
う
し
た
こ
と
の
詳
し
い
詮
索
は
直
接
当
面
の
問
題
に
は
関
係

が
薄
く
、
ま
た
い
ま
の
私
の
能
力
の
限
界
を
超
え
る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は

深
く
立
入
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
そ
の
よ
う
な
金
石

。
竹
木
に
代
わ

っ
て
文
字
を
記
す
素
材
と
な
っ
た
紙
の
文
書
に
お
い
て
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、

そ
し
て
中
国
で
は
い
つ
年
紀
記
載
の
位
置
が
逆
転
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
方

が
、
私
た
ち
日
本
の
木
簡
に
つ
い
て
当
面
の
問
題
を
考
え
る
者
に
と
っ
て
は
重

要
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
紙
の
文
書
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
さ
き
に
掲
げ
た
楼
蘭

出
上
の
魏

。
晋
簡
は
実
は
紙
に
書
か
れ
た
文
書
と

一
緒
に
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
大
谷
探
検
隊
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
現
在

竜
谷
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
つ
ぎ
の
李
柏
尺
贖
稿
で
あ
る
。

ｍ

五
月
七
日
西
域
長
史
開
内
侯
柏
頓
首
く
く
閉
久
不
知
問
常
懐
思
想

不
知
親
相
念
便
見
忘
也
詔
家
見
遣
来
慰
努
諸
国
此
月
二
日
来
到
海

頭
未
知
王
問
邑
く
天
熟
想
王
国
大
小
平
安
王
使
招
臣
倶
具
発
従
北

虜
中
興
厳
参
事
往
不
知
到
未
今
遣
使
符
太
往
通
消
息
書
不
議
意
李

柏
頓
首

く
く

こ
の
文
書
は
考
証
の
結
果
、
前
涼
王
張
駿
の
部
下
で
、
西
域
長
史
で
あ

っ
た

李
柏
の
書
状
の
車
稿
で
、
威
和
三
年

金
≡
一八
）
ン」
ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い

る
が
、
ンし
の
文
書
で
も
見
ら
れ
る
ご
と
く
、月
日
は
文
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他

ヘ
デ
イ
ン
や
ス
タ
イ
ン
の
発
掘
し
た
同
じ
楼
蘭
文
書
で
も
、

「
永
嘉
四

（
マ
ヽ
）

年

（西
晋
懐
帝
、
三
一
〇
）
八
月
十
九
日
己
酉
安
西
和
戎
従
事
軍
謀
史
令
副
薄
督

察
移
―
―
火
ｃ
２０
）、コ
一月

一
日
楼
蘭
白
書
済
退
白
違
噴
遂
久
思
企
委
積
奉
十

一

月
書
具
承
動
静
春
日
和
適
伏
想
御
其
宜
」
（
Ｃ
２
）、
「
十
月
四
日
具
書
焉
者
老
玄

頓
首
言
＝
―
」
（ｃｈ
九
二
〇
）、
コ
一月
十
五
日
具
書
頓
首
く
ヽ
」
（ｃｈ
九
一壬
じ
と
い



う
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
書
状
も
月
日
記
載
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
王
義
之

全
一〇
七
十
一ハ
五
？
）
の
書
状
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
も
、
た
と
え
ば
四
月
十

三
日
帖
は

「
四
月
十
三
日
義
之
頓
首
」
、
嬢
母
帖
は

「
十

一
月
十
三
日
義
之
頓

首
頓
首
」
、
初
月
帖
は

「
初
月
十
二
日
山
陰
義
之
報
」

で
そ
れ
ぞ
れ
は
じ
ま
る

と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
月
日
記
載
が
冒
頭
に
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

す
で
に
紙
木
併
用
期
に
入
っ
て
い
る
魏

ｏ
晋
の
時
代
に
お
い
て
も
、
書
状
の
場

合
は
な
お
年
紀
は
文
章
の
最
初
に
記
す
と
い
う
Ａ
型
の
書
式
が
も

っ
ば
ら

一
般

的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

そ
れ
で
は
中
国
で
は
唐
の
開
元
公
式
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
Ｃ
型
書

式
は
い
つ
か
ら
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
し

て
専
門
外
の
私
に
は
い
ま
直
ち
に
的
確
な
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
た
と
え
ば
同
じ
王
義
之
で
も
そ
の
書
と
し
て
拓
本
の
伝
え
ら
れ
る
楽
毅
論

（余
清
斎
帖
）
の

「永
和
四
年
十
二
月
十
四
日
書
付
官
奴
」
、
東
方
朔
画
賛
の

「永
柳
針
二
年
五
月
十
三
日
書
興
王
敬
仁
」
、
黄
帝
経
の

「
永
和
十
二
年
五
月

十
四
日
五
山
陰
縣
写
」
、
孝
女
曹
蛾
碑

（鈎
清
館
法
帖
）
の

「
昇
平
二
年
八
月
十

五
日
記
之
」
な
ど
で
は
、年
紀
は
い
ず
れ
も
文
章
の
末
尾
に
改
行
し
て
記
さ
れ
て

い
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
ま
ず
真
偽
の
判
別
に
問
題
が

あ
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
管
見
に
入
っ
た
西
晋
の
皇
帝
三
臨
辟
た
砕

（成
寧
四
、

二
七
八
）、
斉
太
公
呂
望
表

（太
康
一
〇
、
一一八
九
）、　
さ
ら
に
遡

っ
て
魏
の
薦
関

内
侯
季
直
表

（黄
初
二
、
二
二
３
、
後
漢
の
賀
捷
表
（建
安
二
四
、
二
一
九
）
な
ど

の
金
石
文
も
Ｃ
型
の
書
式
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
難
し
い
問
題
が
あ
る

ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
中
国
の
金
石
文
を
当
面
の
問
題
に
資
料
と
し
て
用
い
る

こ
と
は
容
易
で
な
く
、
そ
う
し
た
多
く
の
金
石
文
類
を
徹
底
的
に
克
集
し
、
慎

重
に
検
討
を
加
え
た
上
で
な
い
と
簡
単
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

だ
専
門
外
の
私
が
暗
中
模
索
を
試
み
た
過
程
で
注
意
を
ひ
い
た
事
実
を
覚
え
書

き
の
一
つ
と
し
て
以
下
に
記
し
、
参
考
と
し
て
お
き
た
い
。

私
は
中
国
の
金
石
文
類
に
お
け
る
年
月
日
の
位
置
を
検
索
す
る
た
め
に
、
ま

ず
代
表
的
な
王
瀬
撰
の

『
金
石
粋
編
』
を
取
り
あ
げ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
Ｃ

型
を
示
す
も
の
は
前
掲
の
西
晋
太
康
年
間
の
斉
大
公
呂
望
表
が
ひ
と
り
離
れ
て

早
く
存
在
す
る
が
、
北
魏
に
入
る
と
、　
始
平
公
造
像
記

（太
和
三
二
、
四
九
八
）、

孫
秋
生
等
造
像
記

貧
八
明
三
、
五
〇
一σ
、
比
邸
法
生
造
像
記

（景
明
四
、
五
〇
一じ
、

石
門
銘

命
永
平
二
、
五
〇
九
）、
嵩
顕
寺
碑

０
永
平
二
、
五
〇
九
）、
斉
郡
王
祐
造
像

記

（熙
平
二
、
五
一
七
）、　
買
思
伯
碑

（神
亀
二
、
五
一
九
）、　
趙
阿
歓
等
造
像
記

（神
亀
二
、
五
一
九
）、
高
植
墓
誌

（神
亀
□
）
、
張
猛
竜
清
頌
碑

（正
頚
ギ

五
二

二
）
な
ど
に
年
紀
を
銘
文
の
末
尾
の
方
に
書
く
Ｃ
型
の
形
式
が
急
に
顔
出
し
て

く
る
。
も
ち
ろ
ん
従
来
の
ご
と
き
Ａ
型
書
式
の
も
の
も
併
行
し
て
存
在
す
る
が
、

北
魏
以
前
に
み
ら
れ
な
い
顕
著
な
現
象
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

同
じ
こ
と
は
墓
誌
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
い
ま
趙
萬
里
撰
の

『
漢
魏
南

北
朝
墓
誌
集
釈
』
を
検
す
る
と
、
漢

・
魏

・
晋
の
墓
誌
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
も

の
に
は
年
紀
を
銘
文
の
あ
と
に
記
す
も
の
は
な
い
が
、
北
魏
に
な
る
と
や
は
り

顔
出
し
て
く
る
。
い
ま
年
次
を
追

っ
て
掲
出
す
る
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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こ
の
表
に
よ
る
と
大
和
二
十
三
年

（
四
九
九
）
の
韓
顕
宗
墓
誌
か
ら
Ｃ
型
が
現

わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

『
金
石
奉
編
』
に
よ
っ
て
検
し
た
結
果
と
は
ぼ

一
致
す
る
。

『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
に
は
三
〇
〇
余
の
北
魏
の
墓
誌
が
収
め
ら
れ
て
お

り
、
右
の
Ｃ
型
を
示
す
も
の
は

一
割
強
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
以

後
の
北
斉

・
北
周

。
隋
、
あ
る
い
は
斉

・
梁
の
墓
誌
に
お
い
て
Ｃ
型
の
占
め
る

比
率
に
対
し
て
か
な
り
高
い
数
値
を
示
し
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
金
石
率
編
』

『
漢
魏
南
北
朝
基
誌
集
釈
』
の
二
つ
を
選
ん
で
検
索
し
た
結
果
、
北
魏
に
お
い

て
は
五
世
紀
末
、
孝
文
帝
の
こ
ろ
か
ら
金
石
文
に
お
い
て
Ｃ
型
が
多
く
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
Ｃ
型
は
そ
れ
以
前
か
ら

存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
の
事
実
が
当
面
の
課
題
に
何
ら
か
の
関
係

を
有
す
る
も
の
な
の
か
否
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。
た
だ
北
魏
は
従
来
の
中

国
王
朝
と
は
異
な
る
北
方
系
民
族
の
王
朝
で
あ
り
、
し
か
も
均
田
制
や
三
長
制

な
ど
の
新
し
い
政
策
を
実
施
し
た
孝
文
帝
の
と
き
で
も
あ
る
の
で
、
新
し
い
書

式
が
広
汎
に
導
入
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
も
し
そ
う
し
た
変
化
が

一
般
の
文
書
書
式
に
も
及
び
、
さ
ら
に
そ
れ
が
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
私
た
ち
は
五
世
紀
末
を

一
つ
の
年
紀
記
載
の
画
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
何
と
も
い
え
な
い
。

と
も
か
く
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
ょ
う
に
、
漢
字
を
用
い
て
文
章
を
記
す

こ
と
を
中
国
か
ら
教
え
ら
れ
た
朝
鮮
三
国
で
は
、
最
初
か
ら
年
紀
の
記
載
は
Ａ

型
で
、
Ｃ
型
の
影
響
を
は
じ
め
は
受
け
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
中
国
に
お
い

て
年
紀
の
記
載
が
公
文
書
を
は
じ
め
と
し
て

一
般
的
に
Ａ
型
か
ら
Ｃ
型
に
移
行

し
た
時
期
を
Ｘ
期
と
す
る
と
、
ま
ず
中
国
か
ら
朝
鮮
に
漢
字
を
用
い
て
文
章
を

記
す
技
術
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
そ
の
Ｘ
期
以
前
で
あ
り
、
朝
鮮
に
お
け
る
木
簡

の
始
用
も
ま
た
お
そ
ら
く
Ｘ
期
以
前
で
あ

っ
た
ろ
う
と
想
定
さ
れ
て
く
る
。
そ

し
て
日
本
の
金
石
文
や
木
簡
も
ま
た
Ａ
型
に
始
ま
り
、
は
じ
め
は
Ｃ
型
の
影
響

を
受
け
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
木
簡
の
使
用
が
も
し
中
国
か
ら
直
接
伝
え
ら

年

月

日

太
和
垂
二
千
乗

景
明

〓
・
本
元

″
　
　
四
，　
一一す
工
一

″
　
　
四
・一
一二
一五

正
始

四
・
宇
三

″
　
　
四
・　
一一す
二
木

永
平

〓
・正
・
八

″
　
　
四
・
一
一・　
五

延
昌
元
。
今
乗

〃
　
　
三
・　
七
・一三

″
　
　
四
・　
一二・
一〈

熙
平
元
上
〓
三

正
光

工
・
手
毛

″
　
　
四
，　
一一二
一七

〃
　
　
四
・
一一
・　
エ

″
　
　
四
。一
一
・三
七

″
　
手
闇
一〓
ニ

″
　
李
正
三
七

孝
昌
元
・
■
混

韓
顕
宗
墓
誌

穆
亮
墓
誌

顔
祖
嬉
侯
骨
氏
墓
誌

張
整
墓
誌

築
智
墓
誌

元
塞
墓
誌

王
夫
人
寧
陵
公
主
墓
誌

孝
昌

二
・
甲

四

″
　
　
一∵
　
八
・　
一ハ

″
　
　
一す
一
一
・一四

″
　
　
一一す
　
一∵
一本

″
　
　
一一ｆ
　
一〒
二
一

建
義
元
・
ヤ
壱

″

一万
・
七
上
〈

〃
　
一万
・
八
二
一

永
安
元
上
下

三

″
　
　
一∵
　
一一す
　
邦

″
　
　
一一。　
一一す
　
九

″
　
　
一す
一一
・　
七

″
　
　
一す
一三
二
二ハ

太
昌
元
・
ヤ
天

″
　
一死
二
ｏ
主
四

永
熙

三
・
千

三

興
和

三
・
〒
言

″
　
　
一一〒
一〇
二
〓
一

天
平

エ
　
ヤ
天

高
宗
夫
人
子
仙
姫
墓
誌

世
宗
嬉
李
氏
墓
誌

公
孫
埼
墓
誌

董
偉
墓
誌

蘇
屯
墓
誌

元
端
墓
誌

元
湛
墓
誌

元
姦
妃
吐
谷
輝
氏
墓
誌

唐
燿
墓
誌

元
維
墓
誌

元
常
墓
誌

耶
働
妻
元
純
陶
墓
誌

穆
彦
墓
誌

元
延
明
墓
誌

子
稚
妻
和
醜
仁
墓
誌

僧
令
法
師
墓
誌

胡
伯
楽
玉
耽
銘
記

元
鷲
墓
誌

元
野
墓
誌

元
作
墓
誌

部
乾
墓
誌

高
宗
疲
軟
氏
墓
誌

山
暉
墓
誌

元
廣
墓
誌

大
監
劉
華
仁
墓
誌

元
敷
墓
誌

鞠
彦
雲
墓
誌

霙
真
墓
誌

元
誰
墓
誌

味
測
墓
誌

王
夫
人
元
華
光
墓
誌



れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
時
期
が
Ａ
型
か
ら
Ｃ
型
に

一
般
的
に
移
行
し
た

Ｘ
期
以
後
で
あ
れ
ば
、
日
本
簡
の
年
紀
記
載
は
当
然
Ｃ
型
に
よ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
か
ら
、
Ｘ
期
以
後
中
国
か
ら
直
接
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

い
ま
Ｘ
期
を
い
つ
と
指
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
六
世
紀
代
は
日
本
と

中
国
と
の
交
渉
が
途
絶
え
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
時
期
中
国
で
は
す
で
に
み
た

よ
う
に
か
な
り
Ｃ
型
が
普
及
し
て
い
る
。
ま
た
た
と
え
ば
雁
鴨
池
出
土
の
切
り

込
み
の
あ
る
付
札
の
う
ち
に
は
居
延
漢
筒
や
藤
原
官

。
平
城
宮
の
付
札
と
酷
似

す
る
圭
頭
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
木
簡
の
使
用
は
ま

ず
中
国
か
ら
朝
鮮
三
国
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
朝
鮮
へ
の
伝
来
の
時
期
は
少
な
く
と
も
五
世
紀
末
以
前
に
遡
る
と
い
え
る

の
で
な
か
る
う
か
。
そ
し
て
も
し
朝
鮮
か
ら
日
本

へ
の
木
簡
の
伝
来
が
、
中
国

か
ら
朝
鮮
へ
の
伝
来
時
期
か
ら
あ
ま
り
隔
た
ら
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は

五
世
紀
代
に
遡
る
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
仮
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
で
は
い
つ
か
ら
木
簡
が
使
用
さ
れ
始
め
た
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
は
、
な
お
多
面
的
に
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
年
紀
記

載
の
問
題
を
通
じ
て

一
つ
の
手
懸
り
は
う
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
そ
し
て

ま
た
日
本
に
お
い
て
年
紀
記
載
の
形
式
が
Ａ
型
か
ら
Ｃ
型
に
変
化
し
た
の
が
大

宝
令
か
ら
で
あ
る
と
す
る
と
、
当
時
新
羅
で
は
な
お
Ａ
型
が
盛
行
し
て
い
た
か

ら
、
そ
れ
は
朝
鮮
か
ら
で
は
な
く
、
こ
ん
ど
は
直
接
中
国
、
す
な
わ
ち
唐
か
ら

影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
筒
と
朝
鮮
衝

・

中
国
簡
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
新
し
い
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
た
か
と
思
う
。

以
上
主
と
し
て
藤
原
宮
出
土
木
筒
を
素
材
と
し
て
年
紀
の
記
載
形
式
の
問
題

か
ら
大
宝
令
と
の
関
係
を
論
じ
、
さ
ら
に
木
簡
の
日
本
に
お
け
る
始
用
時
期
や
、

朝
鮮

。
中
国
の
木
簡
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
説
き
及
が
こ
と
と
な

っ
た
が
、
何

分
に
も
専
門
外
の
分
野
に
臆
面
も
な
く
踏
み
込
む
こ
と
と
な
り
、
し
か
も
十
分

な
史
料
蒐
集
の
余
裕
が
な
く
、
考
察
も
未
熟
で
、
思
わ
ぬ
失
考
が
あ
る
の
で
な

い
か
と
怖
れ
て
い
る
。
し
か
し
木
簡
研
究
の
進
展
の
た
め
に
敢
え
て
大
胆
に
試

論
を
仮
説
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
り
、
と
く
に
中
国
に
お
け

る
こ
う
し
た
文
書
形
式
の
変
遷
に
つ
い
て
の
示
教
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。

註ω
　
】」
う
し
た
問
題
を
合
め
て
最
近
の
木
簡
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
今
泉
隆
雄

「
日
本
木
簡
研
究
の
現
状
と
課
題
」
Ｇ
歴
史
学
研
究
』
四
八
〇
）
を
参
照
の
こ
と
。

御
　

」ヽ
の
欄
の
表
記
は
以
下
左
に
掲
げ
る
よ
う
な
略
称
に
従
う
。

藤
原
　
報
告
　
奈
良
県
教
育
委
員
会

『藤
原
宮
』

（奈
良
県
史
跡
名
勝
夫
然
記
念

物
調
査
報
告
二
五
）

藤
原
　
県
概
　
奈
良
県
教
育
委
員
会

『藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
概
報
』

（奈
良
県
文

化
財
調
査
報
告

一
〇
）

藤
原
　
概
報
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『飛
鳥
藤
原
官
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概

報
』
全

）―
（
五
）

藤
原
　
史
料
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『藤
原
官
木
簡
』

一
、
二

（奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
史
料
�
）

藤
原
　
現
説
　
奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
官
跡
発
掘
調
査
部

「
藤
原
官

第
二
九
次
発
掘
調
査
現
地
説
明
会
資
料
」

平
城
　
概
報
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』



木簡と大宝令

平
城
　
史
料

大
宰
府
概
報

伊
場
　
報
告

払
田
　
概
要

（酉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（久
何

力
）

③
　
】」
の
ほ
か
伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
の
中
に

「
□
年
二
月
十
六
日
国
人
□
御
回
□
□
□

故
□
□
」
で
始
ま
る
も
の
が

一
点
あ
る
（
伊
場
報
告
８４
）
ｏ
ま
た
そ
の
ほ
か
藤
原
宮
木

簡
に
は

「
太
費
三
年
」
（藤
原
報
告
８８
）
と
記
し
た
削
片
が
あ
る
ほ
か
、
「
和
銅
元
年

五
師
空
「
和
銅
元
年
九
月
」
（
と
も
に
藤
原
概
報
五
）、
「
和
銅
二
年
」
（藤
原
県
概
９
）

と
い
う
年
月
の
記
さ
れ
た
断
簡
が
あ
る
。
前
者
は
年
紀
の
位
置
を
判
定
し
難
い
が
、

後
者
の
三
点
は
文
章
の
末
尾
と
判
断
で
き
る
。

ω
　
⑫
の
木
簡
に
つ
い
て
和
田
率
は

「
辛
酉
年
三
月
十
日
」
は
こ
の
簡
の
作
成
年
時
を

示
す
も
の
で
な
く
、
ま
た
表
裏
を
反
対
と
し
て
い
る
。
和
田
率

「
藤
原
宮
跡
出
上
の

木
簡
―
幸
酉
年
木
簡
に
つ
い
て
―
」

（奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

『第

一
回
木
簡
研

究
集
会
記
録
』
所
収
）
参
照
。

③
　
木
簡
の
表
と
裏
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
だ
観
察
も
研
究
も
進
ん
で
い
な
い
が
、
ま

ず
木
簡
の
作
り
方
に
注
意
す
べ
き
で
い
と
く
に
貢
進
物
付
札
の
場
合
は
切
り
込
の
状

態
も
参
考
と
な
る
。
本
稿
で
は
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
が
な
い
が
、
木
簡
そ
の
も
の
の

記
録
を
と
る
場
合
に
は
こ
う
し
た
点
か
ら
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
表
裏
の
判

定
に
は
筆
勢

・
墨
色
の
相
果
が
決
め
手
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

記
録
簡
の
場
合
は
の
ち
ま
で
も
年
紀
が
先
に
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は

年
紀
を
冒
頭
に
置
く
記
載
形
式
の
遺
例
と
考
え
れ
ば
よ
い
か
ら
、
行
論
に
は
影
響
が

な
い
。

③
一　
金
石
文
で
は
楊
貴
氏
墓
誌
に

「
天
平
十

一
年
八
月
十
二
日
記
歳
次
己
卯
」
と
あ
る

が
、
こ
の
墓
誌
に
つ
い
て
は
擬
刻
説
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
場
合
は
銘
文
の
最
後
で
あ

（
一
）―
（
十
三
）

奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
木
簡
』

一
。
二

（奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
史
料
Ｖ

・
Ⅷ
）

九
州
歴
史
資
料
館

『大
宰
府
史
跡
出
土
木
簡
概
報
』

一

浜
松
市
教
育
委
員
会

『
伊
場
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

一
・
四

秋
田
県
荻
育
委
員
会
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

『払
田
柵
跡
発
掘
調

査
概
要
』
昭
五

一
・
五
二

る
。
そ
の
ほ
か
経
典
跛
語
の
う
ち
、
神
田
孝
平
氏
蔵

「
浄
名
玄
論
」
巻
八
に

「
慶
雲

三
年
十
二
月
八
日
記
」
と
あ
る
ほ
か
、
二
月

一
日
経
に
は

「
天
平
十
二
年
五
月

一
日

記
」
と
あ
る
。

⑦
一　
大
宝
賦
役
令
調
皆
随
近
条
に
よ
れ
ば
、
調
の
絹

・
絶

。
布

・
糸

・
綿
な
ど
に
は
具

さ
に

「
国
郡
里
戸
主
姓
名
年
月
日
」
を
記
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

『藤
原

宮
木
簡

一
』
解
説
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
戸
主
」
「
戸
口
」
と
い
う
表
記
が
現
わ
れ
る

の
は
よ
う
や
く
和
銅

・
養
老
ご
ろ
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
は

「
某
里
人
」
と
い
う
表
現

が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
貢
進
物
付
札
の
記
載
形
式
は
直
ち
に
は
大

宝
賦
役
令
の
規
定
に
は
従
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
文
書
記
載
形
式
が
大
宝
令

の
施
行
に
即
応
し
て
変
化
し
た
こ
と
は
重
視
す
べ
き
で
、
木
簡
の
文
書
と
し
て
の
役

割
は
過
少
に
評
価
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

①
　
福
山
敏
男

「
法
隆
寺
金
石
文
に
関
す
る
二
、　
三
の
問
題
」
禽
夢
殿
』

一
三
）、　
田

中
重
久

『
聖
徳
太
子
御
聖
蹟
の
研
究
』、
東
伏
見
邦
英

「
法
隆
寺
薬
師
如
来
像
管
見
」

（京
都
帝
国
大
学
支
学
部
編

『
二
千
六
百
年
記
念
史
学
論
文
集
』

所
収
）、
藪
田
嘉

一
郎

「
法
隆
寺
金
堂
薬
師

・
釈
迦
像
光
背
の
銘
文
に
つ
い
て
」
翁
仏
教
芸
術
』
七
）

な
ど
。

⑨
　
福
山
敏
男

「
長
谷
寺
の
千
仏
多
宝
仏
塔
銅
板
」
ｑ
日
本
建
築
史
研
究
』
続
編
　
所

収
）
。

⑩
　
韓
国
文
化
公
報
部
文
化
管
理
局

『
雁
鴨
池
発
掘
調
査
報
告
書
』

（
木
簡
類
の
項
は

李
基
東
氏
の
執
筆
）
。

①
　
仁
井
田
陛

『唐
令
拾
遺
』
八

一
―
八
四
ペ
ー
ジ
。

⑫
　
中
国
街
の
引
用
、
お
よ
び
そ
の
釈
文
は
大
庭
脩

『
木
簡
』
に
よ
っ
た
。

⑬
　
釈
文
は
仁
井
田
陛

『
中
国
法
制
史
研
究
』
土
地
法
取
引
法
四

一
八
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

⑭
　
伏
見
沖
敬

『
木
街
残
紙
集
』
３
収
載
の
写
真
に
よ
る
。　
な
お

①
げ
は

口
“
ｏ
雷
や
と

０
す
゛
＜
や
β
Ｂ
ｏ
∽
】

Ｆ
ｏ
ψ

μ
中
く
ヽ
ｏ
∽

ｏ
す
中
Ｂ
Ｏ
′

�
く
，
β
付
埓
中
β
く
ｏ
炉
帯
“
０
”
　
ａ
ｇ
　
〕
口
〕
洋
ｏ
喝
】

」
ｏ
，
■
β
ｐ
μ

＞
∽一協
帯言
岳

∽
Ｒ
中９

８

く
争

ω
、
ｃ
は

＞
濾
場

帯
①
ｏ
目
“
“
革

∪
す

０
す
す
ｏ
浄
争
日



］田

ｗ
炉

“
∽
ｏ
す

置
．
』
一
Ｏ
β

営
β

ａ

∽
ｏ
β
∽
主

∞
ｏ
口

夷
富

ｏ
中
騎

』
Ｆ
お

盛
①

∽
Ｅ
ｏ
β

　
“
【
ｏ
ａ

中
”
ψ

中
口

Ｆ

ｏ
Ｅ
‥
Ｐ
゛
口

・

μく
ｏィ
　
の
際
ヽ

⑮
④
　
平
凡
社

『書
道
全
集
』
第
四
巻
中
国

。
東
晋
に
よ
る
。

①
　
平
九
社

『書
道
全
集
』
第
二
巻
中
国

。
三
国
、
西
晋
、
十
六
国
に
よ
る
。

⑬
　
同
じ
く
平
凡
社

『書
道
全
集
』
第
四
巻
に
収
め
る
癸
宝
子
碑
の

「
太
享
四
年

（
四

〇
五
）
歳
在
乙
巳
四
月
上
掏
立
」
、　
楊
陽
神
道
碑
の

「
隆
安
三
年

（
二
九
九
）
歳
在

己
亥
十
月
十

一
日
立
」
は
い
ず
れ
も
文
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
昭
和
五
十
四
年
十
二
月

一
日
に
行
な
わ
れ
た
木
簡
学
会
第

一
回
研
究
集
会
で

発
表
し
た
も
の
に
若
千
の
補
筆
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

木

簡

研

究

創
刊
号

創
刊

の
辞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸
　
　
俊
男

一
九
七
八
年
出
上
の
木
簡

概
要
　
平
城
官
跡
　
藤
原
官
跡
　
紀
寺
跡
　
長
岡
官

・
京
跡
　
平

安
京
西
市
跡
　
平
安
京
左
京
八
条
三
坊
跡
　
士
四
田
南
遺
跡
　
下
郡

遺
跡
　
小
判
田
遺
跡
　
城
山
遺
跡
　
伊
場
遺
跡
　
一
一之
官
遺
跡

御
子
ケ
谷
遺
跡
　
平
形
遺
跡
　
城
輸
柵
遺
跡
　
堂
の
前
遺
跡
　
秋

田
戎
跡
　
草
戸
千
軒
町
遺
跡
　
尾
道
市
街
地
遺
跡
　
長
門
国
府
周

辺
遺
跡
　
一二
宅
廃
寺

一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡
い

柚
井
遺
跡
　
払
田
柵
跡
　
平
城
宮
跡

（第
五
次
・
第
七
次
）

正
倉

院
伝
世
の
木
簡

中
国
簡
陣
研
究
の
現
状

東
北
地
方
出
上
の
木
簡
に
つ
い
て

長
岡
京
木
簡
と
太
政
官
厨
家

藤
原
宮
跡
出
上
の
官
奴
搾
関
係
木
簡
に
つ
い
て

記
念
講
演

（Ｍ
・
ロ
ー
ウ
じ

要
旨

木
簡
第

一
号
発
見
の
こ
ろ

（田
中
琢
）

彙
報

頒
価
　
一二
〇
〇
〇
円
　
一Ｔ
四
〇
〇
円

鬼 今 平 大
頭 泉 川 庭

清 隆
粥 雄 南 脩


